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建設環境委員会会議録 

 

令和５年３月１４日 火曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ３時２２分閉議（実時間２４０分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１号・令和４年度八代市一般会計補

正予算・第１３号（関係分） 

１．議案第３号・令和４年度八代市農業集落排

水処理施設事業特別会計補正予算・第２号 

１．議案第４号・令和４年度八代市公共浄化槽

等整備推進事業特別会計補正予算・第１号 

１．議案第７号・令和４年度八代市下水道事業

会計補正予算・第２号 

１．議案第８号・令和５年度八代市一般会計予

算（関係分） 

１．議案第１２号・令和５年度八代市農業集落

排水処理施設事業特別会計予算 

１．議案第１３号・令和５年度八代市公共浄化

槽等整備推進事業特別会計予算 

１．議案第２０号・令和５年度八代市下水道事

業会計予算 

１．議案第２３号・市道路線の廃止について 

１．議案第２４号・市道路線の認定について 

１．議案第２９号・八代市営住宅設置管理条例

の一部改正について 

１．議案第３０号・八代市手数料条例の一部改

正について 

１．所管事務調査 

 ・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

 ・生活環境に関する諸問題の調査 

 （ごみ有料指定袋の商品形態の変更について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  上 村 哲 三 君 

副委員長  谷 川   登 君 

委  員  太 田 広 則 君 

委  員  木 村 博 幸 君 

委  員  谷 口   徹 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 市民環境部長     谷 脇 信 博 君 

  市民環境部次長   嶋 田 和 博 君 

  環境施設課長    竹 下 圭一郎 君 

  循環社会推進課長  田 中 和 彦 君 

  環境課長      中 川 順 一 君 

 建設部長       沖 田 良 三 君 

  建設部次長     高 木 剛 生 君 

  建設部次長     西   竜 一 君 
 
  建設部次長兼 
            宮 端 晋 也 君 
  建築指導課長 
 

  下水道総務課長   福 浦 亮 二 君 
 
  下水道総務課長補佐 
            上 村 和 寛 君 
  兼水洗化促進係長 
 
 
  下水道建設課主幹兼 
            西 尾 和 純 君 
  水処理センター場長 
 

  理事兼住宅課長   早 木 浩 二 君 
 
  住宅課主幹兼 
            吉 野 文 博 君 
  市営住宅係長 
 

  都市整備課長    深 川 洋 光 君 

  理事兼土木課長   竹 原 彰 吾 君 

 経済文化交流部 
 
  商工・港湾振興課 
            大江田 浩 隆 君 
  主幹兼港湾振興係長 
 

                              

○記録担当書記     谷 口 一 輝 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（上村哲三君） それでは、定刻とな

り、定足数に達しましたので、ただいまから建
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設環境委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

 なお、令和２年７月豪雨に関連する予算、事

件、条例案等につきましては特別委員会に付託

となりますので、御承知おき願います。 

                              

◎議案第１号・令和４年度八代市一般会計補正

予算・第１３号（関係分） 

○委員長（上村哲三君） それでは、まず 初

に、予算議案の審査に入ります。 

 まず、議案第１号・令和４年度八代市一般会

計補正予算・第１３号中、当委員会関係分を議

題とし、説明を求めます。 

 歳出の第４款・衛生費について、市民環境部

より説明願います。 

○市民環境部長（谷脇信博君） 皆さん、おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）市民環境部の谷脇でございます。 

 それでは、議案第１号・令和４年度八代市一

般会計補正予算・第１３号中、第４款・衛生費

のうち、市民環境部関係分につきまして、嶋田

次長より説明をいたさせますので、御審議方よ

ろしくお願いいたします。 

○市民環境部次長（嶋田和博君） 市民環境部

の嶋田でございます。よろしくお願いします。

着座にて失礼させていただきます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○市民環境部次長（嶋田和博君） 予算書の３

ページを御覧ください。 

 第４款・衛生費で、補正前の額４５億９０４

８万４０００円に補正額６６６万６０００円を

計上し、補正後の額を４５億９７１５万円とす

るものです。このうち、市民環境部に関連する

３件、補正額５８５万円に関し、説明をさせて

いただきます。 

 続きまして、１７ページをお開きください。 

 款４・衛生費、項１・保健衛生費、目３・斎

場管理費で１６２万４０００円を補正し、補正

後の額を６２８３万円とするものです。 

 内容につきましては、右側の説明欄にありま

すとおり、生活環境事務組合負担金事業（火葬

場分）に係る費用でございます。これは、本市

と氷川町の住民が、東陽町にあります八代生活

環境事務組合斎場と松崎町にあります本市斎場

のどちらの施設も同額で利用できるよう、斎場

相互利用協定を締結しております。今年度につ

きましては、旧八代市及び坂本町の住民が、同

組合斎場を予定より多く利用したことから、不

足いたします斎場相互利用負担金１６２万４０

００円を補正するものです。 

 次に、１８ページを御覧ください。 

 款４・衛生費、項２・生活環境費、目１・生

活環境総務費で２０００円を補正し、補正後の

額を２億９６４０万３０００円とするもので

す。 

 内容につきましては、建設部が所管します泉

地区長期償還利子事業で、令和３年度の下水道

債及び過疎債について、借入れを実施したとこ

ろ、予定していた利率を上回ったため、利子の

不足額を補正するものです。 

 次に、その下の目５・塵芥処理費では４２２

万４０００円を補正し、補正後の額を１４億４

０８万２０００円とするものです。 

 内容につきましては、説明欄にありますとお

り、一般廃棄物収集運搬業務委託契約訴訟関係

事業に係る費用でございます。この事業は、入

札による一般廃棄物収集運搬業務委託契約は違

法であるとして、令和元年７月２４日に千丁町

の一般廃棄物収集運搬業者から、本市を被告と

して提起された損害賠償請求事件への訴訟対応

事務でございます。 

 この訴訟につきましては、令和３年９月１５

日に熊本地方裁判所、令和４年４月２２日には

福岡高等裁判所におきまして、共に本市の主張

を全面的に認める判決が言い渡されましたが、
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これを不服とする原告から、上告受理申立ての

手続が取られ、その後、 高裁判所で審理され

ていたところでございます。 

 先般、 高裁判所から、本件を上告審として

受理しないとの通知が届きましたことから、

終的に本市の勝訴が確定したものです。 

 これを受け、代理人弁護士に報酬を支払う必

要が生じたため、訴訟関係経費として、報酬金

４２２万４０００円を補正するものです。 

 なお、この報酬金の支払いにより、本事業に

係る事務は全て完了いたします。 

 以上で、八代市一般会計補正予算・第１３号

中、市民環境部関係分の説明とさせていただき

ます。審査のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑をお願いしま

す。 

○委員（太田広則君） 確認です。生活環境事

務組合負担金事業（火葬場）、旧八代市、坂本

町、予定より件数が増えたということでした。

何件に対して何件増えたんでしょうか。 

○環境施設課長（竹下圭一郎君） 環境施設課

の竹下でございます。 

 当初の予定が約１９０件、今回の予定が約３

００件となっております。 

 以上でございます。（委員太田広則君「分か

りました」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） よろしいですね。 

 ほかにありませんか。ないでしょうか。 

○委員（山本幸廣君） 訴訟されて、敗訴され

た業者というのは、健在で、事業を進めておら

れますか。ちょっとお答えください。事業され

てますか、継続して。 

○市民環境部次長（嶋田和博君） 原告となら

れた業者様の件ですが、現在、本市の業務を受

託しておられます。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で第

４款・衛生費についてを終了します。 

 執行部入れ替わりのため小会いたします。 

（午前１０時０７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時０９分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第７款・土木費について、建設

部より説明願います。 

○建設部長（沖田良三君） 皆様、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）建設部長の沖田でございます。 

 それでは、本委員会に付託をされました議案

のうち、議案第１号・令和４年度八代市一般会

計補正予算・第１３号の建設部所管分につきま

して、高木次長より説明いたさせますので、御

審議方よろしくお願いいたします。 

○建設部次長（高木剛生君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）建設部、高木でございます。よろしくお願

いいたします。着座にて説明させていただいて

よろしいでしょうか。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○建設部次長（高木剛生君） それでは、お手

元の議案第１号・令和４年度八代市一般会計補

正予算書・第１３号をお願いいたします。 

 ２０ページをお開きいただき、上の表を御覧

ください。 

 款７・土木費、項２・道路橋梁費、目４・橋

梁維持費は、補正額９００万円を増額補正し、

９９３７万８０００円としております。 

 補正額の財源内訳につきましては、国庫支出
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金が４９５万円、地方債が４００万円、一般財

源が５万円でございます。 

 補正額の内訳は、節１２・委託料を９００万

円増額するものでございます。内容は、表の

右、説明欄に記載しております橋梁長寿命化修

繕事業でございまして、国の補正予算に伴い、

令和５年度に予定しておりました事業の一部を

前倒しして実施するものでございます。 

 次に、２０ページ中段の表を御覧ください。 

 款７・土木費、項４・港湾費、目２・港湾建

設費は、補正額７０７万１０００円を増額補正

し、３億２５３４万３０００円としておりま

す。 

 補正額の財源は全て一般財源で、その内訳

は、節１８の負担金補助及び交付金でございま

す。内容は、表の右、説明欄に記載しておりま

す八代港県営事業負担金事業であり、これは、

国及び県が進めております港湾整備事業におき

まして、国の補正予算に伴い、追加となる事業

負担金を増額補正するものでございます。 

 次に、２０ページ、下の表を御覧ください。 

 款７・土木費、項５・都市計画費、目２・街

路事業費は、補正額５１５７万１０００円を増

額補正し、１億６４４１万４０００円としてお

ります。 

 補正額の財源内訳につきましては、国庫支出

金が１７９２万９０００円、地方債が３３６０

万円、一般財源が４万２０００円でございま

す。 

 補正額の内訳は、節１２・委託料を６４９万

６０００円、節１４・工事請負費を２５１７万

４０００円、節１６・公有財産購入費を４１８

万８０００円、節１８・負担金補助及び交付金

を１５７１万３０００円増額するものでござい

ます。内容は、表の右、説明欄に記載しており

ます西片西宮線道路整備事業が３５８５万８０

００円、南部幹線道路整備事業が１５７１万３

０００円でございます。 

 まず、西片西宮線道路整備事業につきまして

は、国の補正予算に伴い、事業の一部を前倒し

て実施するため、補正をお願いするものでござ

います。 

 また、県が事業を進めている南部幹線道路整

備事業につきましても、同じく国の補正予算に

伴い、事業の一部を前倒しして実施するため、

その負担金を増額補正するものでございます。 

 別冊の委員会資料、議案第１号、建設部所管

分の２ページを御覧ください。 

 橋梁長寿命化修繕事業を茶色で、八代港県営

事業負担金事業を青色で、西片西宮線などの街

路事業を黒色で、それぞれの事業箇所を示して

おります。 

 以上、議案第１号・令和４年度八代市一般会

計補正予算・第１３号のうち、本委員会に付託

されました建設部所管分についての説明を終わ

ります。御審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑があればお願

いします。 

○委員（木村博幸君） ページ、２０ページ

で、八代港の事業について、国の追加というよ

うなことでありましたが、追加事業が約７００

万円というようなことですが、この追加事業の

内容、分かれば教えていただければと思いま

す。 

○商工・港湾振興課主幹兼港湾振興係長（大江

田浩隆君） 商工・港湾振興課、大江田でござ

います。よろしくお願いいたします。 

 委員お尋ねの追加事業分につきましてです

が、詳細につきましてはですね、年度内での事

業の変動とかもありますので、純粋に７００万

円分が増額ということではないんですけれど

も、具体的に追加になった事業といたしまして

は、水深１４メートル航路の事業に伴う大築島

南の護岸の整備事業、それから外港地区の泊地
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と航路のしゅんせつ、こちらが追加分となって

おります。 

 以上、お答えといたします。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１号・令和４年度八代市一般会計補正

予算・第１３号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１０時１６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時１７分 本会） 

◎議案第３号・令和４年度八代市農業集落排水

処理施設事業特別会計補正予算・第２号 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、議案第３号・令和４年度八代市農業集

落排水処理施設事業特別会計補正予算・第２号

を議題とし、説明を求めます。 

○下水道総務課長（福浦亮二君） 皆様、おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）下水道総務課の福浦でございま

す。よろしくお願いいたします。着座にて説明

させていただきます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○下水道総務課長（福浦亮二君） それでは、

議案第３号・令和４年度八代市農業集落排水処

理施設事業特別会計補正予算につきまして、予

算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条に記載のとおり、今回の補正は、繰越

明許費でございます。 

 ２ページを御覧ください。 

 款、項、農業集落排水事業、事業名、東陽地

区一般事務事業、金額は３７４万円といたして

おります。 

 繰り越す理由といたしましては、東陽地区の

農業集落排水処理施設の汚泥を沈殿させる槽の

上澄みを排水するための装置取替えが必要とな

ったものの、取替え部品の納期が遅れており、

年度内の完了が困難となったため繰り越すもの

でございます。 

 以上で、議案第３号・令和４年度八代市農業

集落排水処理施設事業特別会計補正予算の説明

を終わります。御審議のほど、よろしくお願い

いたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３号・令和４年度八代市農業集落排水

処理施設事業特別会計補正予算・第２号につい

ては、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第４号・令和４年度八代市公共浄化槽等

整備推進事業特別会計補正予算・第１号 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第４号・
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令和４年度八代市公共浄化槽等整備推進事業特

別会計補正予算・第１号を議題とし、説明を求

めます。 

○下水道総務課長（福浦亮二君） 下水道総務

課の福浦でございます。引き続きよろしくお願

いいたします。着座にて説明させていただきま

す。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○下水道総務課長（福浦亮二君） それでは、

議案第４号・令和４年度八代市公共浄化槽等整

備推進事業特別会計補正予算につきまして説明

をいたします。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条、第１項で、歳入歳出補正予算の総額

に、それぞれ２０００円を追加し、５０６７万

５０００円といたしております。 

 第２項、歳入歳出予算の款、項の区分及び当

該区分ごとの金額は、２ページの第１表、歳入

歳出補正予算に記載しております。 

 それでは、本補正予算につきまして、３ペー

ジからの説明書を基に御説明いたします。 

 おめくりいただきまして、５ページをお願い

いたします。 

 歳入でございます。款５・繰入金、項１、目

１・一般会計繰入金、補正前の額１８６８万５

０００円に補正額２０００円を追加し、１８６

８万７０００円としております。 

 下段の歳出を御覧ください。款２、項１・公

債費、目２・利子、補正前の額１１０万１００

０円に、補正額２０００円を追加し、１１０万

３０００円としております。内訳は、説明欄に

記載のとおりでございます。 

 増額した理由といたしましては、泉地区長期

償還利子事業において、借入利率を０.１０

５％と見込んでいたものの、実際の利率が下水

道債０.２％、過疎債０.３％となり、予算に不

足が生じたことが原因でございます。 

 以上で、議案第４号・令和４年度八代市公共

浄化槽等整備推進事業特別会計補正予算の説明

を終わります。御審議のほど、よろしくお願い

いたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第４号・令和４年度八代市公共浄化槽等

整備推進事業特別会計補正予算・第１号につい

ては、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１０時２３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２３分 本会） 

◎議案第７号・令和４年度八代市下水道事業会

計補正予算・第２号 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、議案第７号・令和４年度八代市下水道

事業会計補正予算・第２号を議題とし、説明を

求めます。 

○下水道総務課長（福浦亮二君） 下水道総務

課の福浦でございます。隣が、下水道建設課長

の奥村でございます。よろしくお願いいたしま

す。着座にて御説明させていただきます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○下水道総務課長（福浦亮二君） 議案第７

号・令和４年度八代市下水道事業会計補正予

算・第２号について御説明いたします。 

 補正予算書・第２号をお願いします。 
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 今回の補正の内容は、昨年の１２月２日に成

立しました国の令和４年度第２次補正予算書に

より、社会資本整備総合交付金の内示がありま

したことから、これを活用し、中央ポンプ場改

築工事及び水処理センター設備の詳細設計など

の事業推進を図るため、所要の事業費につきま

して、補正をお願いするものです。 

 それでは、補正予算書の１ページをお願いい

たします。 

 第２条の業務の予定量では、主要な建設改良

事業のポンプ場施設整備費で３０００万円を追

加し、補正後の額を４億３９５６万円に、水処

理センター施設整備費で５０００万円を追加

し、補正後の額を１億８１１８万９０００円と

しております。 

 次に、第３条の資本的収入及び支出では、ま

ず、収入の第１款・資本的収入、第１項・企業

債で４０００万円、第２項・補助金で、同じく

４０００万円を、それぞれ追加し、資本的収入

の補正後の総額を２４億４０４９万４０００円

としております。 

 ２ページをお願いします。 

 次に、支出では、第１款・資本的支出、第１

項・建設改良費で８０００万円を追加し、資本

的支出の補正後の総額を３４億８９９５万４０

００円としております。 

 なお、補正後の内容につきましては、後ほど

説明させていただきます。 

 次に、第４条、企業債では、資本的収入にお

ける企業債の増額に伴い、起債の借入限度額の

変更を行っております。 

 続きまして、３ページからが下水道事業会計

補正予算に関する説明書でございます。 

 ５ページが補正予算の実施計画、６ページが

資本的収入及び支出の明細でございます。 

 ６ページを御覧ください。 

 まず、収入につきましては、款１・資本的収

入、項１・企業債、目１・企業債で４０００万

円を追加しまして、補正後の計を１３億７３２

０万円としております。 

 次に、項２・補助金、目１・国庫補助金で４

０００万円を追加しまして、補正後の計を５億

８９５０万円としております。 

 ７ページをお願いします。 

 支出につきましては、款１・資本的支出、項

１・建設改良費、目２・ポンプ施設整備費で３

０００万円を追加しまして、補正後の計を４億

３９５６万円としております。 

 補正額の内訳としましては、平成２９年度か

ら実施しております中央ポンプ場改築工事の５

期目として２０００万円、ストックマネジメン

ト改築修繕計画に基づき実施する中央・松崎中

継ポンプ場ストックマネジメント工事１０００

万円を予定しております。 

 次に、目３・水処理センター施設整備費で５

０００万円を追加しまして、補正後の計を１億

８１１８万９０００円としております。 

 補正額の内訳としましては、ポンプ場施設と

同様に、ストックマネジメント改築修繕計画に

基づき実施する水処理センターストックマネジ

メント改築詳細設計業務委託２０００万円、耐

水化に伴う経費としまして、工事請負費３００

０万円を予定しております。 

 なお、それぞれの予定箇所につきましては、

お手元の別紙、建設環境委員会資料を、後ほど

御参照いただければと思います。 

 また、今回の補正予算につきましては、全額

繰越しを予定しており、後ほど説明いたします

令和５年度当初予算と合わせまして、事業を推

進していく予定としております。 

 以上、議案第７号・令和４年度八代市下水道

事業会計補正予算・第２号の説明を終わりま

す。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑があったらお
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願いします。ありませんか。 

 なければ、以上で質疑を…… 

○委員（木村博幸君） すみません、 後のと

ころで、７ページで、言葉的なところで、スト

ックマネジメントという、何かソフト的なよう

な感じなんですが、これはきちんとは工事だろ

うと思いますが、中央・松崎中継ポンプ場のス

トックマネジメント工事と、水処理センターの

スットクマネジメント改築詳細設計業務委託、

このストックマネジメントとはどういうこと

か、ちょっと教えていただければと思います。

すみません。 

○下水道建設課主幹兼水処理センター場長（西

尾和純君） 委員御質問のストックマネジメン

ト計画、ストックマネジメント工事についてお

答えいたします。 

 ストックマネジメント計画というのは、国が

推進しております改築更新計画のことでござい

まして、計画的に、物が壊れていくものを予防

的に変えていく、前もって変えていくというも

のでして、今回は、中央中継ポンプ場、松崎中

継ポンプ場、両施設におきましては、ごみをか

き上げる機械、こちらがかなり老朽化しており

ますので、こちらを交換していくというもので

ございます。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第７号・令和４年度八代市下水道事業会

計補正予算・第２号については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１０時３２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時３５分 本会） 

◎議案第８号・令和５年度八代市一般会計予算

（関係分） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、議案第８号・令和５年度八代市一般会

計予算中、当委員会関係分を議題とし、説明を

求めます。 

 歳出の第４款・衛生費について、市民環境部

より説明願います。 

○市民環境部長（谷脇信博君） 改めまして、

市民環境部の谷脇でございます。よろしくお願

いいたします。 

 議案第８号・令和５年度八代市一般会計補正

予算のうち、当委員会所管の衛生費中、市民環

境部が所管いたします当初予算につきまして、

総括を述べさせていただきます。着座にて説明

させていただきます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○市民環境部長（谷脇信博君） まず、予算の

説明に入ります前に、来年度から環境部門の業

務の一部を下水道事業に移管することについ

て、簡単に説明させていただきます。 

 現在、市では郡築十二番町の八代市衛生処理

センターを廃止し、新港町の八代市水処理セン

ター敷地内にあります浄化槽汚泥処理施設で、

し尿と浄化槽汚泥を受け入れ、八代市水処理セ

ンターにて 終処理を行うといった共同化を進

めております。 

 その中で、令和５年度より浄化槽汚泥処理施

設の維持管理業務を現在の環境施設課から下水

道建設課へ移管することといたしております。 

 それでは、令和５年度の衛生費関係分につき
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まして、関係予算につきまして説明させていた

だきます。 

 予算書の１３ページをお願いいたします。 

 款４・衛生費でございます。衛生費欄には、

健康福祉部所管分と市民環境部所管分及び建設

部所管分を含めた予算額が記載されておりま

す。 

 第４款・衛生費の令和５年度予算額は４３億

１９２９万６０００円で、うち健康福祉部所管

分を除く市民環境部所管分の予算は２５億９８

５６万６０００円でございます。 

 令和４年度の市民環境部所管の予算額は、衛

生費３９億４６３４万７０００円のうち２０億

６４０５万７０００円となっており、増減額は

５億３４５０万９０００円、約２５.９％の増

となっております。増額の主な要因でございま

すが、八代市清掃センター解体事業などが、主

な理由でございます。 

 次に、令和５年度の環境施策に関する主な取

組として４点ほど説明させていただきます。 

 １点目、環境関連施設についてでございま

す。まず、平成３０年度に閉鎖しました八代市

清掃センターにつきましては、令和５年度から

令和６年度の２か年にかけて、解体工事を実施

してまいります。 

 次に、供用開始から４２年が経過した八代市

斎場につきましては、施設の更新に向けた火葬

場新施設整備基本構想策定業務を実施いたしま

す。 

 氷川町、八代生活環境事務組合と八代管内の

火葬者数などの情報交換を行いながら、新斎場

建設に必要な炉数、敷地面積などを検討してま

いります。 

 ２点目、環境保全対策についてでございま

す。昨年２月のゼロ・カーボンシティ宣言を踏

まえ、本年度から２０５０年カーボンニュート

ラルの実現に向けた検討を進めているところで

ございます。 

 今年度も検討を重ねまして、今年中には、市

全体の温室効果ガスの削減等を推進するための

八代市地球温暖化対策実行計画を策定する予定

としております。 

 また、各家庭における再生可能エネルギーの

普及及びその利用促進を図るため、引き続き住

宅用太陽光発電システムや蓄電池設置に対する

支援を行ってまいります。 

 ３点目、ごみ減量化対策でございます。ごみ

減量化対策として、再資源化の推進を行ってお

ります。具体的な取組につきましては、市報折

り込みによる啓発チラシの配布、市ホームペー

ジやスマートフォンのごみ分別アプリサービス

の活用促進に加え、食品ロス削減として、年に

２回フードドライブを実施しております。今後

もより多くの皆様へ情報発信してまいります。 

 ４点目になりますが、環境センターエコエイ

トやつしろは、平成３０年１０月の本格稼働以

降、安定したごみ処理ができております。 

 なお、令和４年４月に、国のプラスチックに

係る資源循環の促進等に関する法律が施行され

たことを受け、今年度からは、さらなるプラス

チックの再資源化の推進をするために、民間事

業者の活用を開始しております。 

 また、エコエイトやつしろを活用した環境学

習につきましては、新型コロナウイルス感染症

の影響により、申込みが減少しておりました

が、今年度の後半からは、コロナ前の状態にほ

ぼ回復いたしております。 

 また、緑地広場につきましては、休日に限ら

ず、家族連れなど、コロナ禍前と同じように、

多くの皆様に御利用いただいているところでご

ざいます。 

 今後も施設の安定稼働に努めながら、ごみの

適正処理はもとより、環境学習の拠点としまし

ても、より多くの市民の皆様に御利用いただけ

るよう努めてまいります。 

 以上でございますが、今後も市議会をはじめ
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市民の皆様の御意見をお聞きしながら、改善す

べきところは改善し、環境に優しいまちづくり

を目指し、事業の着実な遂行に努めてまいりま

す。 

 各事業の内容につきましては、担当の嶋田次

長から説明いたさせますので、よろしくお願い

いたします。 

○市民環境部次長（嶋田和博君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）市民環境部の嶋田でございます。どうぞ

よろしくお願いします。着座にて説明させてい

ただきます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○市民環境部次長（嶋田和博君） 議案第８

号・令和５年度八代市一般会計予算中、本委員

会に付託されました第４款・衛生費のうち、市

民環境部が所管します歳出予算について、予算

書の目ごとに、順次説明させていただきます。 

 それでは、予算書７７ページを御覧くださ

い。 

 款４・衛生費、項１・保健衛生費、目３・斎

場管理費でございます。８３２９万１０００円

を計上し、前年度より２２７７万７０００円の

増額となっております。これは、市斎場の火葬

炉１炉の耐火れんが全面積替え工事が、主な理

由でございます。 

 右端の説明欄を御覧ください。斎場管理運営

事業及び下の斎場施設整備事業ですが、松崎町

にあります市斎場は、老朽化が進んでおります

ことから、安全面、衛生面に配慮した適切な管

理運営に必要な費用を計上しております。 

 また、施設の老朽化対策として、定期的な改

修を実施し、炉などの緊急停止等が起こらない

よう施設整備を行うものでございます。 

 生活環境事務組合負担金事業（火葬場）は、

東陽町にあります八代生活環境事務組合斎場の

維持管理に充てる本市分の負担金と、先ほどの

補正予算でも説明いたしました斎場相互利用負

担金を計上しております。 

 次に、節ごとに内容を説明しますが、主に金

額が大きいものについて述べさせていただきま

す。 

 節１０・需用費９４３万円は、令和４年度の

火葬設備等保守点検により劣化が判明しました

火葬炉の補修費用６４０万４０００円、電気料

等の光熱水費２４０万８０００円が主なもので

ございます。節１２・委託料３１２８万円は、

市斎場の運転管理業務委託２９４４万円、火葬

設備等保守点検業務委託４９万５０００円が主

なものです。節１４・工事請負費１５００万円

は、市斎場の火葬炉１炉の耐火れんが全面積替

え工事に要する費用でございます。節１８・負

担金補助及び交付金２７４１万６０００円は、

八代生活環境事務組合の負担金２３４０万７０

００円、斎場相互利用協定に基づき、組合斎場

を利用した場合に生じる市負担金４００万９０

００円でございます。 

 次に、特定財源の御説明をいたします。その

他の特定財源７５２万６０００円は、市斎場使

用料７３２万５０００円、氷川町からの斎場相

互利用負担金１５万円が主なものです。 

 続きまして、目４・狂犬病対策費でございま

す。５７４万３０００円を計上し、前年度より

１７７万９０００円の減額となっております。

これは、令和４年度に公用車の更新を行ったこ

とが主な理由でございます。 

 狂犬病予防対策事業は、狂犬病予防法に基づ

く犬の登録及び狂犬病予防注射事務に要する費

用でございます。 

 節１・報酬から節４・共済費までは、会計年

度任用職員１名を雇用する経費でございます。

節１０・需用費６９万７０００円は、犬の登録

の際に飼い主に渡す登録鑑札、狂犬病予防注射

を行ったことを証明する注射済票の購入経費が

主なものです。節１１・役務費７８万２０００

円は、狂犬病予防注射を飼い主に通知する郵便
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料です。節１２・委託料２３５万９０００円

は、犬の飼い主が行うこととなっている犬の登

録及び狂犬病予防注射に関する諸手続を、極力

簡素化できるよう、獣医師会に事務委託する経

費９５万９０００円、毎年４月に実施しており

ます狂犬病予防集合注射の業務委託１４０万円

でございます。 

 その他特定財源４８６万９０００円は、犬の

登録及び狂犬病予防注射済票交付手数料収入３

４６万９０００円、集合注射において飼い主か

ら徴収する注射料１４０万円でございます。 

 ７８ページを御覧ください。 

 続きまして、項２・生活環境費、目１・生活

環境総務費でございます。２億８７０３万８０

００円を計上し、前年度より２０１５万１００

０円の増額となっております。これは、職員３

名の増が主な理由です。 

 生活環境総務費は、職員３１名分の人件費、

建設部が予算執行いたします小型合併処理浄化

槽設置整備事業、特別会計繰出金事業（浄化

槽）に要する経費でございます。 

 節２・給料から節４・共済費までは職員３１

名分の人件費でございます。節１８・負担金補

助及び交付金６２６８万６０００円は、小型合

併処理浄化槽の通常分１４０基と、豪雨災害対

応分６基の設置補助金が主なものです。節・２

７繰出金１６６４万円は、八代市公共浄化槽等

整備推進事業特別会計への繰出金でございま

す。 

 なお、特定財源２７２５万２０００円は、小

型合併処理浄化槽設置整備事業に伴います国、

県からの補助金でございます。 

 目２・環境保全対策費でございます。２８０

０万５０００円を計上し、前年度より３１０万

３０００円の増額となっております。これは、

住宅用太陽光発電システム等設置費補助金の増

が主な理由です。 

 環境保全対策費では、自然環境の状況に応じ

た対策を行う自然環境保全推進事業、環境保全

行動の促進を目的とした自然観察会や出前講座

等を実施する環境学習推進事業、環境パートナ

ーシップ会議との連携を図り、環境基本計画に

掲げる事業の推進や進行管理、環境保全活動に

関する実践的取組を進める環境パートナーシッ

プ推進事業、公害の未然防止と環境負荷の低減

に向けた施策を推進し、九州新幹線鉄道の騒

音・振動の調査や悪臭調査等を行う環境保全対

策事業、日常生活や経済活動を支える恵まれた

地下水を保全し、継続的な利用を図るため、地

下水塩水化調査や地下水有害物質モニタリング

調査等を行う地下水保全対策事業、地球温暖化

問題への対応として、各家庭における再生可能

エネルギーの普及や温室効果ガスの排出量削減

を図るための住宅用太陽光発電システムや蓄電

池の設置補助等を行う地球温暖化対策推進事業

を実施するものです。 

 節１２・委託料３８５万５０００円は、九州

新幹線鉄道騒音・振動調査業務委託１７３万８

０００円、自動車騒音常時監視業務委託８８万

円、悪臭物質分析業務委託４９万７０００円な

どの環境調査が主なものです。節１８・負担金

補助及び交付金２２２４万円は、住宅用太陽光

発電システム等設置費補助金としまして、太陽

光発電システムや蓄電池、計２００基分の補助

金２２００万円が主なものでございます。 

 なお、特定財源の県支出金は、騒音規制及び

地下水採取に伴う届出事務等に対する補助金２

８万２０００円で、その他特定財源の２２００

万円は、ふるさと八代元気づくり応援基金繰入

金となっております。 

 続きまして、目３・廃棄物対策費でございま

す。５億２２３３万円を計上し、前年度より５

億２３０万円の増額となっております。これ

は、清掃センター解体工事を実施することが主

な理由です。 

 廃棄物対策費では、チラシ作成等による啓
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発、環境学習や環境フェスタ等の開催のほか、

生ごみ堆肥化容器等の購入に対する助成事務に

より、市内から排出される一般廃棄物の減量化

を図るごみ減量化対策事業、敷川内環境保全用

地の継続的な維持管理を行う敷川内環境保全対

策事業、不法投棄監視指導員によるパトロール

や廃棄物処理場周辺の地下水等の環境調査を行

い、廃棄物の適正処理を確保し、生活環境の保

全を図る廃棄物処理対策事業、し尿処理施設、

斎場等の整備に向けた検討を行う環境施設整備

事業、中北町にある平成３０年に稼働を停止し

た清掃センターを解体する清掃センター解体事

業を実施するものでございます。 

 節１・報酬から節４・共済費までは、不法投

棄や野焼き防止のパトロールを行う不法投棄監

視指導員２名分の雇用に要する経費でございま

す。節１０・需用費１８９万１０００円は、ご

み減量化対策として作成する啓発チラシ及びご

み分別ガイドブックの印刷製本費１００万１０

００円のほか、燃料費３６万７０００円が主な

ものでございます。節１２・委託料３８１４万

円は、衛生処理センター解体工事実施設計業務

委託１７７３万５０００円、火葬場の新施設整

備基本構想策定業務委託３６５万２０００円、

旧清掃センター解体監理業務委託１３８０万

円、敷川内環境保全用地の維持管理委託経費１

３５万２０００円、二見、昭和、坂本地区の民

間 終処分場周辺における環境調査に要する委

託経費９６万４０００円が主なものです。 

 ７９ページを御覧ください。 

 節１４・工事請負費４億７４００万円は、清

掃センター解体工事で、令和６年度までの２か

年の債務負担を設定し、令和５年度に係る費用

として計上しております。節１８・負担金補助

及び交付金１７０万円は、一般家庭から排出さ

れる生ごみ減量化を図るため、コンポスト式生

ごみ堆肥化容器１００基分と電気式生ごみ処理

機５０基分の購入者に対する助成金でございま

す。 

 ７８ページに戻りまして、特定財源の国県支

出金３３万７０００円は、熊本県産業廃棄物

終処分場周辺環境整備等補助金でございます。 

 また、その他特定財源４３４万２０００円

は、ふるさと八代元気づくり応援基金繰入金１

７０万円、一般廃棄物処理業等許可手数料１２

５万９０００円、敷川内環境保全用地維持管理

基金からの繰入金及び基金利子１３８万３００

０円などでございます。 

 なお、特定財源の地方債４億８０６０万円

は、清掃センター解体事業と衛生処理センター

解体工事実施設計業務委託に伴います合併特例

債でございます。 

 ７９ページを御覧ください。 

 目４・環境衛生費でございます。５７０万６

０００円を計上し、前年度より６３万８０００

円の増額となっております。これは、町内清掃

などのボランティア清掃活動時に使用するボラ

ンティア清掃活動専用袋の作成が主な理由で

す。 

 環境衛生費では、感染症のおそれのある衛生

害虫の駆除等を行う衛生害虫駆除事業、環境美

化への意識の高揚を図り、良好な生活環境の確

保に努める環境美化推進事業、市営墓園３か所

の維持管理を行う墓地関係事業を実施するもの

でございます。 

 節１・報酬から節４・共済費までは、会計年

度任用職員１名を雇用する経費でございます。

節１０・需用費２００万３０００円は、衛生害

虫の駆除に使用します薬剤等の消耗品費５１万

円、ボランティア活動袋の印刷製本費９１万

円、消毒機械等の点検整備に伴う修繕料１８万

７０００円が主なものでございます。節１２・

委託料１６５万８０００円は、排水路等の害虫

駆除業務委託７２万１０００円、市営上片墓

園、鏡墓地公苑、東陽墓地公苑３か所の清掃業

務委託８５万６０００円が主なものです。 
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 その他特定財源１３４万３０００円は、市営

墓園３か所の管理料収入でございます。 

 次に、目５・塵芥処理費でございます。１３

億５８３１万１０００円を計上し、前年度より

４５１１万５０００円の減額となっておりま

す。これは、環境センター運営委託において、

売電単価の上昇による運営委託費の減額１６０

０万円などが主な理由でございます。 

 塵芥処理費では、環境センターの管理運営及

び施設整備を行うごみ処理施設管理運営事業及

び一番下のごみ処理施設整備事業、閉鎖した清

掃センター及び市内３か所の 終処分場の維持

管理を行う塵芥施設維持管理事業、各家庭から

排出される可燃物、資源物の収集、運搬を行う

ごみ収集管理事業、ごみの減量化と樹木、剪定

くずの資源化を図る樹木、剪定屑リサイクル事

業、八代生活環境事務組合クリーンセンターの

終処分場等の管理や事務に係る共通的な経費

を負担する生活環境事務組合負担金事業（じん

芥）を実施するものでございます。 

 節１・報酬から節４・共済費までは、会計年

度任用職員３名及び職員８名分の人件費が主な

ものです。節１０・需用費１６９３万２０００

円は、環境センターや閉鎖した清掃センター及

び 終処分場の施設設備修繕や公用車整備点検

などの修繕料１０７４万６０００円が主なもの

です。節１１・役務費１１８０万４０００円

は、有料指定ごみ袋を販売していただいている

小売店等への販売手数料１１２２万円が主なも

のです。節１２・委託料１１億９９７２万１０

００円は、環境センターエネルギー回収推進施

設運営委託２億２３２３万１０００円、マテリ

アルリサイクル推進施設運営委託１億７０９４

万円、エネルギー回収推進施設から排出されま

す焼却灰の運搬及び資源化委託１億４５６８万

円、マテリアルリサイクル推進施設から排出さ

れます資源物等の運搬及び処理委託３７０１万

１０００円、可燃物及び資源物収集運搬業務委

託５億１１２万９０００円、有料指定袋作製業

務委託７８００万円、有料指定ごみ袋の販売代

金収納業務委託１６８３万円が主なものです。 

 ８０ページを御覧ください。 

 節１７・備品購入費２０１万１０００円は、

機器制御用のインバーター等購入２００万円が

主なものです。節１８・負担金補助及び交付金

６４００万７０００円は、八代生活環境事務組

合の負担金６３６４万８０００円が主なもので

す。 

 ７９ページに戻りますが、その他特定財源の

３億７９７３万５０００円は、搬入ごみ処理手

数料収入１億３６１７万６０００円、有料指定

袋（ごみ）処理手数料収入２億８５０万円、再

資源化物販売代金納付金２６１７万３０００

円、環境センター施設使用料４７９万２０００

円が主なものです。 

 後になりますが、目６・し尿処理費でござ

います。３億８１４万２０００円を計上し、前

年度より３２４３万４０００円の増額となって

おります。これは、電気料金の上昇に伴う八代

生活環境事務組合負担金の増と所管替えに伴う

浄化槽汚泥処理施設維持管理負担金の増が主な

ものでございます。 

 し尿処理費では、くみ取し尿の処理を行う郡

築１２番町の衛生処理センターの維持管理経費

である、し尿処理施設管理運営事業及びし尿処

理施設整備事業、浄化槽から収集された汚泥の

処理を行う新港町３丁目の浄化槽汚泥処理施設

の維持管理経費である浄化槽汚泥処理施設管理

運営事業、八代生活環境事務組合衛生センター

の維持管理に要する経費を負担するための生活

環境事務組合負担金事業（し尿）を実施するも

のです。 

 節２・給料から節４・共済費までは、職員４

名分の人件費でございます。節１０・需用費１

４５０万４０００円は、衛生処理センターの電

気料や上水道料金など光熱水費８３２万８００
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０円、機器等の突発修繕料５５６万２０００円

が主なものでございます。節１２・委託料４５

６２万円は、衛生処理センターの施設運転管理

業務委託３４５７万７０００円、衛生処理セン

ターで発生する汚泥を浄化槽汚泥処理施設へ運

搬する汚泥等収集運搬業務委託３０９万４００

０円が主なものです。節１８・負担金補助及び

交付金２億２５３５万２０００円は、八代生活

環境事務組合負担金８７７４万３０００円、浄

化槽汚泥処理施設維持管理負担金１億１８７１

万７０００円が主なものです。 

 浄化槽汚泥処理施設維持管理負担金は、令和

５年度から、浄化槽汚泥処理施設を下水道建設

課へ所管を行い、し尿と下水道との共同処理を

進めてまいりますことから、浄化槽汚泥処理施

設の維持管理に要する経費を一般会計から負担

することといたしております。 

 以上をもちまして、第４款・衛生費中、市民

環境部関係分の説明を終わらせていただきま

す。審査のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑があればお願

いします。 

○委員（谷口 徹君） 先ほど山本委員の質問

で、敗訴になった事業者さんが、今、市の仕事

をされているというような話だったと思います

けども、嶋田次長からそういうお答えありまし

たが、今、説明があった、どの事業を請け負っ

てるか、教えていただけますか。 

○委員長（上村哲三君） ちょっと待って、そ

れ補正の話やろ。 

○委員（谷口 徹君） ん。 

○委員長（上村哲三君） 補正の話やろ。 

○委員（谷口 徹君） いえ、補正じゃないで

す。 

○委員長（上村哲三君） 先ほどと言えば、補

正の話やろ。 

○委員（谷口 徹君） いえ、現在請け負って

らっしゃるということだったので。 

○委員長（上村哲三君） 現在でよっかね。今

の当初予算の中でね。はい、お願いします。 

○循環社会推進課長（田中和彦君） 循環社会

推進課、田中です。よろしくお願いいたしま

す。 

 今の御質問ですけれども、ごみ収集管理事業

の中の業務を請け負っておられます。 

 以上です。 

○委員（谷口 徹君） ということは、一般廃

棄物収集運搬業務ということでよろしいでしょ

うか。 

○循環社会推進課長（田中和彦君） はい、そ

のとおりでございます。（委員谷口徹君「確認

ですけども、係争で」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） 手を挙げてくださ

い。 

○委員（谷口 徹君） 係争で負けたとして

も、特に市の仕事を請け負うには、条件を満た

しておれば、一般競争入札に指名できるという

ことでよろしいですかね。 

○循環社会推進課長（田中和彦君） その点に

つきましては、市の法務の部門及び私どもの先

ほど御説明させていただきました裁判の部門、

担当していただきました弁護士の方と確認をい

たしまして、その業務落札、――すみません、

入札の業者として入られることについては問題

ないということが分かっておりますので、今の

業務を受けておられます。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（谷口 徹君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（山本幸廣君） ７８ページの説明があ

った中でですね、生活環境、――目のですね、

小型合併浄化槽等の事業に対して、進捗率はど
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れくらいになっとっとかな。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（上村

和寛君） おはようございます。（｢おはよう

ございます」と呼ぶ者あり）下水道総務課の上

村です。 

 進捗率ということでよろしいんですかね。 

 それではですね、令和３年度末の設置基数と

いうことでお答えしたいと思います。 

 ただいまの合併浄化槽の設置基数は５１３５

基ございます。 

 また、単独浄化槽につきましては１万１０９

基。くみ取については、すみません、人口にな

るんですけど、１万７８６３人ということで、

調査結果を出ておりますので、パーセントでは

出しておりませんけど、すみません、数字で、

今のでお答えさせていただきます。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 今、くみ取の話が出た

のでですね、くみ取の推進の方法というの、合

併浄化槽へ移行していただきたいという、その

推進のほうは、どんどんどんどんやっていかれ

ると思うんですが、私は、この予算書を見たと

きに、地方債の中で合併特例債を活用してます

よという説明があったんですよね。そうなれ

ば、一般会計から、一般財源がですね、毎年毎

年、この一般財源で来るんですよて。ならば、

なるべく早めに短期間で、合併特例債が活用で

きるというふうに、合併特債、有利な特例債、

有利な特例債ということをずっと言っとるわけ

ですから、そういうのを変更ということかな。

その予算の活用変更というのはできないものか

なという、こういうふうに私は、この予算書を

見てからですね、以前から、この問題は、私

は、はっきり気にかけとったんですけども、そ

れは、くみ取の合併浄化槽に切り替える、推進

というのは、なかなか、今ですね、物すごく、

好んでいかれるところがあるんですよね。環境

的な問題もあるし、その地域、流域、いや、地

域環境もあると思いますけども。そこらあたり

については、そういうふうな考え方というの

は、執行部持たんとかな。今後は持っていただ

きたいと、私思うんですけどね。合併特例債と

いう言葉が、常日頃から予算書に出てくる以上

ですね、有利な特例債でしょう。その活用はで

きない、その事業に活用できないのかというん

ですよ。そうしたら、やっぱり環境もですね、

１年も、２年も、３年も、１０年も早く環境整

備ができるわけですから、ということなんです

ね。どうですか。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（上村

和寛君） 先ほど山本委員がおっしゃりますと

おり、合併特例債、そちらのほうの検討という

のは、申し訳ないんですけども、行っておりま

せん。ただ、くみ取の延長からの改造をです

ね、これにつきましては、今年度、令和四年度

から、その改造するための配管ですね、を改造

される場合に、３０万円を上限として補助をす

るということで進めております。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 今言われた、そういう

支援をしたならばですね、なるべく多く推進を

していただく、その中で、私はやっぱし、計画

性の中で、短期間でするなら短期間で、そうい

うときに支援を、――支援の中での合併特例債

の活用というのを、私は考えるべきだなと、今

の時期ならば考えるべきだろうと思うんですよ

ね。時期を見逃したら、なかなか難しいですも

んね。 

 嶋田次長、どうですか。山本委員の今の質問

の中で、うんね、それは、まだよかっばいと

か、いや、予算書見てからですよ。私は、予算

書見てから言いよっとやけん、一般財源で、合

併特例債はほとんどしよるじゃないですか。だ

から、よろしからば、合併特例債の活用とか何

かできないものかということで。 

○市民環境部次長（嶋田和博君） 小型合併処
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理浄化槽につきましては、建設部所管ではあり

ますが、市民環境部といたしましても、市民生

活の環境保全という観点から、水洗化率の向上

を図っていくべきものと、重要なことだと考え

ております。 

○委員長（上村哲三君） よろしいでしょう

か。 

 ほかにありませんか。 

○委員（谷口 徹君） 環境保全対策費の地球

温暖化対策推進事業、ページで言うと、７８ペ

ージですけれども、昨年は、再生可能エネルギ

ー導入目標等策定業務委託ということで、９４

６万円が計上されてました。今年は、もう実行

計画を印刷するということで、経費を計上され

てますけども、もう目標等の策定はできてい

て、実行計画のほうもできているということで

よろしいでしょうか。それとも実行計画はこれ

からになるのか、そこをお伺いしたいと思いま

す。 

○環境課長（中川順一君） こんにちは。環境

課の中川でございます。 

 ただいま御質問いただきました、来年度実施

予定の地球温暖化対策実行計画でございます

が、本年度実施いたしました再エネ導入目標等

の調査等を今年度行っておりまして、この中

で、八代市におけます温室効果ガスの排出量で

ございましたり、今後の将来推計、こういった

ものをデータ的なものを押さえさせていただい

たところでございまして、今後、これらの資料

を基に、来年度秋頃を目途に実行計画を策定し

たいというふうに考えております。 

 今回予算といたしましては、計画書の印刷製

本費、それから検討会等を行っていきますの

で、その辺りの委員謝礼というものを、予算を

計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） いいですか。 

○委員（谷口 徹君） ありがとうございまし

た。 

○委員（太田広則君） ７７ページ、生活環境

事務組合負担金事業、火葬場の、――先ほど冒

頭、令和４年３月補正予算で、予定件数が１９

０件ですね、斎場相互利用負担金、１９０件が

３００件あったということで、ちょっと驚いた

んですが、今回は何件を予定していらっしゃる

んでしょうか。 

○環境施設課長（竹下圭一郎君） 環境施設課

の竹下でございます。よろしくお願いします。 

 今年度は２７０件を予定しております。４０

０万９０００円というところで考えているとこ

ろでございます。（委員太田広則君「分かりま

した。２７０件ですね。はい、了解です」と呼

ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（山本幸廣君） ７８ページの廃棄物の

対策費の中でのですね、清掃センターの解体事

業の、この数字の中で、あと２年、令和５、６

年ということの説明があったわけですね。総額

とどこの業者、専門分野だと思うんですけど

も、地元ですか、それとも地元以外の業者なん

ですか、ちょっと教えてください。 

○環境施設課長（竹下圭一郎君） ただいまの

質問なんですけれども、総額が、１１億８５０

０万円が総額となっております。 

 業者さんにつきましては、ただいま入札の準

備――来年度が入札になりますので、来年度で

すね、令和５年度が入札となりますので、今入

札について検討しているところでございます。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（山本幸廣君） 今、検討しておられる

ということですけども、風の便りという言葉が

ありますね。風の便りでは、専門業者で、県外

の業者じゃないとできないだろうと。だから、

数字も上がったんだろうという風の便りが、台

風のように吹き荒らしておる。そういう市民の
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方々からですね、いろんな要望を聞いとるわけ

ですけども、そういうことになればですね、や

っぱし、この建設環境委員会には、ぜひともで

すね、早めにですね、説明をするということは

ですね、これは実行してください。その流れと

いうのは、もう必ずですね、議会に報告する、

委員会に報告をする。そして、委員会から理解

を得、そしてから、我々議員たちは、市民の理

解を得ていくという、そういう流れをこれから

やっぱ八代市はですね、つくっていかなけれ

ば。私は、いろんなうわさというのは立ってく

るわけですので、そこらあたりには十分執行部

では注意しながら、私たち委員会には、必ず報

告してください。 

 私たち、１年前から、何でも計画しますよ。

大体が、はっきり言ってから、業者見積りとい

うのもするわけですけんでから、専門分野の業

者にお願いして、それから見積り、担当の職員

が見積書を作るような、積算見積りをするとい

うことは、なかなか、今の職員の中で厳しいと

思うんですよね。ほとんど専門にお願いして、

その専門の中で形を作るわけですから、と私は

思いますけども、いかがですかね。谷脇部長。 

○市民環境部長（谷脇信博君） 今、まだ予算

をですね、計上するための準備といたしまし

て、いろんな方々に依頼して、確かに数字は詰

めております。 

 ただ、これが、それありきというお話ではな

く、どういうふうな発注の仕方があるのかも含

めて、慎重に検討しているところでして、世間

に出回っているかもしれませんけども、その話

につきましては、私どものほうには、まだ届い

ていないというのが現状でもありますし、粛々

と検討を続けて、早いうちに答えを出したいと

思っております。 

○委員（山本幸廣君） 谷脇部長、１つだけで

すけども、あそこは、特定の解体事業になると

いうふうな、そういうふうな話もあるんです

が、特定というのは、特定の品物があるから、

特定と言うんだと思うんですよね。何か分かり

ませんけども。そういう話の中で、私たちは聞

いとるわけですけども、要は、隠さず、何もか

んも、隠さずですたい、もう、執行部がされた

ら、谷脇部長がされたのを、それを私たちに報

告できる、説明できるか、できないかのことで

すけんですから。今の状態はできませんという

ことをですね、はっきり言っていただければ、

それに私ははっきり言って、質疑を、中でです

ね、問うわけにはいきませんので、今の段階で

はできませんということでよろしいですね。 

○市民環境部長（谷脇信博君） 今の段階で

は、公の場では、まだお話しする内容まで詰め

ておりません。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

○委員（谷口 徹君） 斎場管理費の斎場、生

活環境、――すみません、斎場施設整備事業の

ところなんですけども、火葬炉の耐火れんがを

全部積替えというような御説明があったと思い

ますけども、その前に、谷脇部長のほうから、

斎場のほうは新しい施設を検討しているような

お話もありました。 

 耐火れんがというのは、大体何年に一度ぐら

い積替えが必要なのか、教えていただけます

か。 

○環境施設課長（竹下圭一郎君） 耐火れんが

につきましては、大体５年ぐらいで替えていけ

ればなというところで考えております。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（谷口 徹君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（山本幸廣君） 関連です。斎場に月の

うちには五、六回ぐらい行きますね、私は。

五、六回行ってから、待合室かれこれでです
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ね、本当に職員さんのあの姿には、涙が流れる

ようにですね、すばらしいです、対応していた

だくのが。そしてですね、服装もですね、あれ

なりかなあということで、服装の替えって、新

しい礼装を作ってやっていったらいいかなあと

いうふうな気持ちも受けました。 

 それと、これだけの火葬場のですね、火葬場

の建設がなぜ遅れたのかと。なぜ遅れたのか。

その理由っていうのは何ですかね。遅れた理

由。私は遅れたと思うんですけどね。 

○市民環境部長（谷脇信博君） 遅れた理由、

この斎場が遅れたというよりも、いろいろ市の

政策として、建設事業であり、行っていく中

で、全体の優先順位が、まず一番に判断される

ところでございます。 

 環境部のほうに、この話を小さく持ってきた

にしても、何が一番優先かということで、まず

は環境センターを造る、こちらのほうに大きく

かじを切ってというふうな感じで、あれもこれ

もそれも一遍にできなかったというのが、現状

じゃなかろうかというふうに考えております。 

○委員（山本幸廣君） その理由には、私は納

得できないんですけども、要は、私たちのとき

も、大変、この火葬場のですね、建設について

は、真剣に捉えて議論しましたよ。だけども、

もう、その建て替えのところまで行った中で、

それがずっと延んできたんですよね。何かの、

やっぱり原因があったというのは、優先度とい

うのを言われるわけですけども、それは、優先

度は高いですよ、あそこは。それは、もう本当

ですね、あの周辺というのは、やっぱり臭いが

したり、苦情があったりですね、大変だったで

すよ。だから、タイル張りというのは、高温の

中で、それだけ劣化するもんですから、これは

絶対せないかんだろうという、そういうことも

含めながらですね、待合室も一緒ですよ。やっ

ぱし昔のような待合室。それと、 近は、常に

満杯するときもあるし、東陽のほうにやるとい

うような状況であるわけですので、これだけの

解体事業をですね、建ってしまう、うっかやか

してするよりも、本当に尊厳を保ちながら、尊

厳をやっぱしその、そういう施設をですね、私

は早く造るべきだったと、私が反省していま

す、はっきりの話が。あとは計画性を持ってか

ら、予算づけしてから、きちっとやってくださ

い。よろしくお願いをしておきます。 

○委員長（上村哲三君） 意見としてよろしい

ですね。意見として捉えてください。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（太田広則君） 冒頭ですね、谷脇部長

のほうから、エコエイトの環境学習、これが後

半、ほぼ回復してきたというですね、朗報がご

ざいました。やっとの思いですので、ぜひです

ね、頑張っていただきたいなというふうに思い

ます。 

 それから、地元ですので、いよいよ清掃セン

ターの解体工事が、令和５年、６年で始まると

いうことで、今、一番朝夕渋滞する道路を使っ

て、トラックがまた増えるわけですね。それか

ら、今までの環境センターの地元の農家さんに

対しては、粉じんの問題とか、たくさん迷惑を

かけてきました。大変な思いをしてですね、市

も、中北町の農家さんたちも、あと、また地元

住民はですね、大変な思いをして、清掃センタ

ーとずっと接してこられたわけです。 

 いよいよ解体となったときに、また、いろん

なですね、問題が出てきやすいかというふうに

思います。先ほど言った渋滞の問題、それか

ら、地域住民に迷惑をかけないということ、そ

れから、どうしてもトラックがばんばん通ると

ですね、麦島幹線、もしくは外港方面に、いろ

んな、例えば石ころが落ちましたよとか、そう
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いうですね、トラック業者の問題もあると思い

ます。とにかく、安全、地元を意識して、山本

委員も一緒ですけど、私も一緒ですけどもです

ね、とにかく解体が始まったことによって、地

元住民がですね、困らないような施策をぜひや

ってですね、いっていただきたいなというふう

に要望をしておきますので、よろしくお願いい

たします。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（木村博幸君） 意見なんですが、冒頭

ですね、谷脇部長のほうから、４つほどです

ね、説明がありました中の一つで、フードドラ

イブ関係ですね、やっぱり情報発信をしていき

たいということで、あまり見えてはきませんけ

ど、やっぱり今から大切な部分になっていくの

かなということで、この辺も頑張って、情報発

信をですね、早めに行っていただきたいなと思

います。 

 それから、２０５０年ですね、２０５０カー

ボンニュートラルの排出量のですね、検討を進

めてこられた中に、年度末になってきて、本当

いうとですね、個人的にはどういったところま

でまとまったのか、そういう資料をですね、ぜ

ひ見せていただきたいなと。検証するわけでは

ありませんけど、八代市は、今この状態にあり

ますよというのがですね、もう分かってるなら

ば、委員会のほうに資料提出なりしていただい

てですね、状況を見せていただきたい。 

 それをもって、次年度の八代の地球温暖化実

行計画に取り組まれる、そのところの前でです

ね、実際、私たちも一番気にしているところで

すから、これが本当たたき台になって、新しい

八代のための事業を計画する、――将来をです

ね、どんなふうにするのか、非常に個人的にも

ですね、関心を持っております。ぜひ、よけれ

ばですね、令和４年度でまとめたところのデー

タがあれば、見せていただきたいなと思いま

す。 

 いろいろですね、市民環境部の方々、非常

に、今からですね、ジャンル広いところで、た

くさんお仕事が増えていくだけで、もう本当に

皆さん大変だろうなと思います。職員さんも限

られる中ですね、適時早めにですね、要所要所

ですね、持ち場持ち場で頑張っていただきたい

なと思っております。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で、

第４款・衛生費についてを終了します。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１１時２９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３４分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第７款・土木費及び第１０款・

災害復旧費について、建設部より説明願いま

す。 

○建設部長（沖田良三君） よろしくお願いい

たします。 

 それでは、議案第８号・令和５年度八代市一

般会計予算中、建設部所管分の総括を申し上げ

ます。着座にてよろしいでしょうか。 

○委員長（上村哲三君） はい、どうぞ。 

○建設部長（沖田良三君） 当初予算編成に当

たりましては、当建設部のそれぞれの事業が、

市民生活に直結する社会基盤整備で、市民の皆

様に安全で快適に御利用いただくため、適切に

維持管理を行うための予算と安全性や利便性の

向上、良好な住環境の創出のための整備に係る

予算の確保に努めたところです。 

 結果としましては、厳しい財政状況の中では

ありますが、先ほど御審議いただきました国の

１次補正分と合わせまして、おおむね必要な予
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算が確保できたものと考えております。 

 それでは、当初予算における主なものを申し

上げます。 

 まず、空き家対策関連でございますが、特

に、解体されずに放置されている老朽危険空き

家により、周辺の住環境に悪影響を及ぼしてい

る事案が複数見受けられ、苦情や相談も増加傾

向にあります。 

 来年度以降も引き続き、除却の促進や有効活

用のための空き家バンクの事業を推進してまい

りますが、新たな取組としまして、熊本県空き

家バンクプラットフォームへの参加や空き家所

有者向けの相談会等を実施することとしており

ます。 

 道路や河川、公園の維持管理につきまして

は、各校区から提出されました来年度以降の整

備要望が約１０００件ございますが、対応率と

しましては、例年並みの３０％を見込んでおり

ます。しかしながら、特に維持管理につきまし

ては、限られた予算の中で万全を尽くしてまい

ります。 

 また、幹線道路である都市計画道路西片西宮

線や新八代駅停車場線からの東西アクセス道路

などは、来年度から進められる新八代駅周辺の

グランドデザインとも密接に関係し、アクセス

を強化する上でも、 優先道路として事業の早

期完成を目指します。 

 そのほか、市民生活に密着した市内一円の道

路や河川、公園等の整備等も含め、多額の費用

を要するものについては、これまでと同様に、

国の交付金や優位な起債を積極的に活用しなが

ら事業の推進を図ってまいります。 

 企業会計の公共下水道事業では、衛生処理セ

ンターの老朽化に伴い、令和８年度からのし尿

や浄化槽汚泥を下水と共同処理するための浄化

槽汚泥処理施設の改造に着手をいたします。 

 来年度は、施設の詳細設計に係る予算を計上

しており、令和６年度から工事を行う予定とし

ております。 

 次に、新規事業としまして、まず、立地適正

化計画の策定に着手をいたします。 

 本計画は、新八代駅周辺や企業誘致用地の整

備計画が進められる中で、本市の都市計画区域

内における居住機能や都市機能を誘導する区域

を設定し、将来にわたる本市のまちづくりの方

向性を示すもので、計画を策定することによ

り、エリア内に誘導する施設等の種別によって

は、国からの財政支援が受けられるものとなっ

ております。 

 また、昨年６月定例会の補正予算で承認をい

ただきました公共インフラデジタルマップ事業

につきましては、４月１日より、やつしろ道路

情報マップ、通称Ｙｄマップとして運用を開始

をいたします。 

 このＹｄマップは、市ホームページやスマー

トフォンから、国道、県道、市道の道路工事に

よる通行規制のほか、令和２年７月豪雨の復旧

工事の復旧状況が確認できるほか、災害時に

は、道路の被災箇所や交通規制などの情報が確

認できるものとなっておりますので、市民の皆

様に広く御活用いただけるよう周知を図ってま

いります。 

 以上、予算の主なものだけを申し上げました

が、そのほか、コロナ禍とウクライナ情勢を受

けまして、燃油や資材の高騰、さらには令和２

年７月豪雨からの復旧工事などの発注件数の急

激な増加による労働不足など、建設業界にとり

ましても、非常に厳しい状況が続いており、業

者数は減少傾向にあります。 

 このような状況は、今後も続くことが予想さ

れますことから、発注者としましては、年度末

に竣工が集中している状況から、年度を通して

発注工事の平準化を図りたいと考えておりま

す。そのためには、国の経済対策に伴う補正予

算等を積極的に確保し、計画的な繰越しも行い

ながら、早期発注を心がけてまいります。 
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 以上、当初予算編成における総括とさせてい

ただきます。 

 それでは、引き続き、第７款・土木費につき

まして、西次長に説明いたさせますので、よろ

しくお願いをいたします。 

○建設部次長（西 竜一君） 皆さん、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）建設部

の西でございます。よろしくお願いします。 

 私から、議案第８号・令和５年度八代市一般

会計予算のうち、建設部所管分について説明さ

せていただきます。着座にて説明させていただ

いてよろしいでしょうか。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○建設部次長（西 竜一君） 失礼します。 

 それでは、令和５年度八代市一般会計予算書

をお願いします。 

 まず、５ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算中、第７款・土木費の

歳出分では５１億７０２４万４０００円を計上

しております。対前年度比３億７８７５万９０

００円、７.９％の増でございます。これは、

橋梁長寿命化修繕事業や南部幹線などの街路事

業及び災害公営住宅整備事業などの増が主な要

因でございます。 

 項１・土木管理費では３億８３１９万９００

０円を計上しております。対前年度比２２５万

９０００円、０.６％の減でございます。これ

は、職員給与経費など土木総務費の減が主な要

因でございます。 

 項２・道路橋梁費では１７億７７８９万２０

００円を計上しております。対前年度比１億１

６４６万３０００円、７％の増でございます。

これは、橋梁長寿命化修繕事業の増が主な要因

でございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 項３・河川費では１億７１万９０００円を計

上しております。対前年度比３０８１万６００

０円、４４.１％の増でございます。これは、

土砂災害危険住宅移転促進事業の増が主な要因

でございます。 

 項４・港湾費では２億５９４４万１０００円

を計上しております。対前年度比６９０９万

円、２１％の減でございます。これは、八代港

県営事業の事業費減に伴う負担金減が主な要因

でございます。 

 項５・都市計画費では２３億４４６万３００

０円を計上しております。対前年度比１億３３

６３万９０００円、６.２％の増でございま

す。これは、南部幹線道路整備事業及び西片西

宮線道路整備事業の増が主な要因でございま

す。 

 項６・住宅費では３億４４５３万円を計上し

ております。対前年度比１億６９１９万円、９

６.５％の増でございます。これは、災害公営

住宅整備事業の増が主な要因でございます。 

 それでは、９２ページをお開きください。 

 続きまして、目ごとの事業とその内容につい

て説明いたします。 

 説明につきましては、まず、予算計上額、次

に、右側の説明欄の事業を説明し、節の内訳の

中で、主なものについて御説明いたします。 

 なお、各目の節２・給料から節４・共済費ま

では、職員の人件費でございますので、説明は

省略させていただきます。 

 それでは、項１・土木管理費、目１・土木総

務費では４３９５万円を計上しております。説

明欄の公共用地取得・登記事務事業２７９万８

０００円は、登記事務に従事する会計年度任用

職員１名分の人件費などに要する費用でござい

ます。 

 目２・建築総務費では３億３９２４万９００

０円を計上しております。説明欄の建築行政事

業２８４万６０００円は、特殊建築物定期報告

業務委託や年３回開催予定の建築審査会などに

要する費用でございます。 

 老朽危険空き家等除却促進事業３６００万円



 

－22－

は、老朽化して、危険な状態で放置されている

空き家の除却費用の一部を補助する費用６０件

分でございます。 

 民間建築物耐震化促進事業２１９０万７００

０円は、民間建築物の耐震化を促進するため、

耐震化改修設計工事や耐震建て替え工事などを

行う費用の一部を補助する費用１８件分や３０

件分の耐震診断士派遣業務委託などに要する費

用でございます。 

 公共建築物営繕事業２１９７万３０００円

は、市民が安心して施設を利用できるように、

市有建築物や設備の定期点検に要する費用など

でございます。 

 空き家バンク事業７２５万３０００円は、空

き家バンク登録物件の利活用を促進するため、

売買や賃貸契約が成立した場合、残置された家

財道具の撤去、リフォームなどの一部を補助す

る費用などでございます。 

 アスベスト調査分析事業１２５万円は、民間

の既存建築物に施工されている吹きつけアスベ

ストなどについて、専門業者による含有調査費

用を補助する費用５件分でございます。 

 危険ブロック塀等除却促進事業２００万円

は、地震時のブロック塀等の倒壊による人身事

故の防止及び避難経路の確保のため、危険なブ

ロック塀の除却費用の一部を補助する費用１０

件分でございます。 

 空き家等対策事業７９万円は、空き家の所有

者特定に係る業務などに要する費用でございま

す。 

 がけ地近接等危険住宅移転事業５１８万５０

００円は、崖地に近接するなど、危険な住宅の

移転に要する費用の一部を補助する費用１件分

でございます。節１２・委託料４３２万１００

０円は、戸建木造住宅耐震診断士派遣業務委託

などに要する費用でございます。節１８・負担

金補助及び交付金７０８９万８０００円は、老

朽危険空き家等除却促進事業など、各種の補助

メニューに係る補助金でございます。 

 次ページをお願いします。 

 項２・道路橋梁費、目１・道路橋梁総務費で

は１億９３２３万８０００円を計上しておりま

す。説明欄の道路橋梁総務一般事務事業２８８

３万１０００円は、市道の管理全般に要する費

用でございます。節１２・委託料２５８１万５

０００円は、道路台帳更新測量業務委託や用地

調査業務委託に要する費用でございます。 

 目２・道路維持費では４億４５７０万３００

０円を計上しております。説明欄の交通安全施

設整備事業３４１１万円は、カーブミラー、ガ

ードレール及び街路灯や区画線など、市道の交

通安全施設の設置及び補修に要する費用でござ

います。 

 道路維持事業３億９３６６万７０００円は、

舗装路面や道路構造物の維持補修及び街路樹の

維持管理に要する費用でございます。節１０・

需用費７４１４万２０００円は、市内一円の道

路側溝や舗装、交通安全施設などの修繕や街路

灯などの電気代等に要する費用でございます。

節１２・委託料７８９２万５０００円は、緑の

回廊線や幹線市道の街路樹の管理業務委託及び

道路パトロール業務委託、新八代駅関連施設管

理委託などに要する費用でございます。節１

４・工事請負費２億７４６３万円は、カーブミ

ラーやガードレールなどの交通安全施設設置工

事や萩原町田中町線など１１路線、約２.４キ

ロの舗装補修工事などに要する費用でございま

す。節１５・原材料費１５１７万円は、地元施

工による生コン舗装の材料や路面の補修用簡易

アスファルト合材、カーブミラーなどの安全施

設の部材購入費に要する費用でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 目３・道路新設改良費では９億１０６５万９

０００円を計上しております。説明欄の単県道

路事業負担金事業６４５万円は、県道氷川八代

線など３路線の改良工事や県道八代不知火線な
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ど２路線の側溝整備など、同事業に係る負担金

でございます。 

 市内一円道路改良事業７億３５２０万円は、

市民生活に密着した市道の交通環境改善を図る

ことを目的として、計画的な拡幅改良やバリア

フリー化などの推進に要する費用でございま

す。節１２・委託料８５１０万円及び節１４・

工事請負費５億７９２０万円は、社会資本整備

総合交付金事業や市単独事業で取り組む市道整

備に必要な測量設計など、業務委託や工事に要

する費用でございます。節１６・公有財産購入

費５１７０万円及び節２１・補償、補塡及び賠

償金１３７０万円は、道路整備に伴う用地購

入、建物や流木補償及び工事に支障となる電柱

移転補償などに要する費用でございます。一つ

戻りまして、節１８・負担金補助及び交付金７

４５万円は、単県道路事業負担金事業に係る負

担金などでございます。 

 目４・橋梁維持費では２億５２９万２０００

円を計上しております。説明欄の市内一円橋梁

維持管理事業４２９万２０００円は、橋梁の維

持・管理に要する費用でございます。 

 橋梁長寿命化修繕事業２億１００万円は、市

道に架かる橋梁の定期点検や補修工事に要する

費用でございます。節１２・委託料１億１１０

０万円は、橋梁長寿命化修繕計画策定業務委

託、また４００橋の橋梁定期点検や２か所の隧

道点検委託及び泉町の沢無田橋など、６橋の補

修設計業務委託に要する費用でございます。節

１４・工事請負費９０００万円は、昭和同仁４

号橋など、９橋の補修工事に要する費用でござ

います。 

 次ページの、目５・橋梁新設改良費では２３

００万円を計上しております。説明欄の市内一

円橋梁改修事業は、幅が狭く、通りづらい橋梁

などの改修工事を行うものでございます。節１

２・委託料６００万円は、南平和町６８号橋の

設計業務委託に要する費用でございます。節１

４・工事請負費１７００万円は、鏡町の駒瀬橋

など、３橋の橋梁改修工事に要する費用でござ

います。 

 下段の項３・河川費、目１・河川費では１億

７１万９０００円を計上しております。説明欄

の二見川渇水対策施設維持管理事業１９３万２

０００円は、南九州西回り自動車道赤松トンネ

ル建設時に発生した二見川の渇水対策として整

備しました揚水ポンプの運転経費及び施設の管

理に要する費用でございます。 

 土砂災害危険住宅移転促進事業３０００万円

は、土砂災害特別警戒区域内、いわゆるレッド

ゾーンに居住する方の安全な地域への移転を促

進するため、移転を行う者に対して、費用の一

部を補助する費用でございます。 

 県河川海岸事業負担金事業１５５０万円は、

県により実施される坂本町の大門瀬地区など２

地区の急傾斜地崩壊対策事業や日奈久新開町の

明治新田海岸など２か所での海岸堤防等老朽化

対策緊急事業及び妙見川など２河川の砂防事業

に係る負担金でございます。 

 市内一円河川改修事業５３２８万７０００円

は、河川改修や除草など、河川管理に要する費

用でございます。節１０・需用費７３６万７０

００円は、河川護岸等の修繕料や二見川渇水対

策用のポンプ等の電気料に要する費用でござい

ます。節１２・委託料１８１８万７０００円

は、河川の除草や清掃委託、改修工事の測量設

計委託に要する費用でございます。節１４・工

事請負費２９００万円は、日奈久大坪町の大坪

川など８か所の改修工事に要する費用でござい

ます。節１８・負担金補助及び交付金４５９２

万４０００円は、土砂災害危険住宅移転促進事

業の補助金及び県河川海岸事業負担金が主なも

のでございます。 

 次ページを御覧ください。９６ページでござ

います。 

 項４・港湾費、目１・港湾管理費では６８８
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万６０００円を計上しております。説明欄の港

湾管理事業５１１万７０００円は、市が管理す

る日奈久港及び鏡港の港湾施設等の維持管理に

要する費用でございます。 

 八代港振興事業１７６万９０００円は、同事

業に係る負担金でございます。節１０・需用費

１３２万９０００円は、日奈久港と鏡港の夜間

照明灯の電気料や浮きフロート交換等の修繕料

などに要する費用でございます。節１２・委託

料３６７万７０００円は、日奈久港の航路標識

の設置や高潮時のポンプによる排水対策などに

要する費用でございます。節１８・負担金補助

及び交付金１７６万９０００円は、八代港振興

事業に係る熊本県港湾協会、海上保安協会、日

本港湾協会、港湾都市協議会への負担金でござ

います。 

 目２・港湾建設費では２億５２５５万５００

０円を計上しております。説明欄の八代港県営

事業負担金事業１億８０００万円は、重要港湾

と国際旅客船拠点形成港湾の指定を受けており

ます八代港の国直轄事業や県営事業に係る負担

金でございます。 

 港湾施設改修事業５３４０万円は、鏡港の泊

地しゅんせつ工事などに要する費用でございま

す。節１４・工事請負費５３４０万円は、鏡港

の泊地しゅんせつ工事や日奈久港の維持管理用

階段設置工事などに要する費用でございます。

節１８・負担金補助及び交付金１億８０００万

円は、八代港県営事業負担金事業に係る負担金

でございます。 

 下段の項５・都市計画費、目１・都市計画総

務費では１５億９９６３万円を計上しておりま

す。 

 次ページ、説明欄の都市計画法関係事務事業

６０５万７０００円は、都市計画法に基づく土

地利用等に関する業務を遂行するために要する

費用でございまして、都市計画地形図の修正や

地図印刷システムの更新業務が主なものでござ

います。 

 景観形成支援事業３６万４０００円は、八代

市景観条例及び八代市景観計画に基づき、良好

な景観形成に対する支援を行うもので、景観審

議会や景観セミナー、フォトコンテストなどの

開催に要する費用でございます。 

 次に、立地適正化計画関係事務事業として、

１３９１万３０００円を計上しております。こ

れは、居住機能や都市機能を誘導する区域の設

定を行い、コンパクトシティ・プラス・ネット

ワーク型都市構造の形成を図るため、立地適正

化計画を策定するものでございます。 

 なお、立地適正化計画につきましては、後ほ

ど別添資料により詳しく説明させていただきま

す。 

 次のすまいの安全確保支援事業（豪雨災害）

８５００万円は、昨日の令和２年７月豪雨に関

する特別委員会で御承認をいただいたところで

ございます。 

 公共インフラデジタルマップ事業３００万円

は、市内の公共工事における道路規制状況や災

害復旧状況を市のホームページや個人が所有す

るスマートフォンでリアルタイムに確認できる

インターネットサービスを令和５年度から運用

開始する予定でございまして、これらのサービ

ス運用に向けた保守料や電子地図の利用料等に

要する費用でございます。 

 また、下水道事業会計へ支出します企業会計

繰出金事業に１３億８９５０万円を計上してお

ります。節１２・委託料１９７５万６０００円

は、都市計画地形図修正業務委託や立地適正化

計画策定業務委託などに要する費用でございま

す。節１３・使用料及び賃借料６５４万１００

０円は、土木積算システムのリース代や公共イ

ンフラデジタルマップのシステム保守料などに

要する費用でございます。節１８・負担金補助

及び交付金８５９２万１０００円は、令和２年

７月豪雨災害関連として、住まいの安全確保に
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対する補助金が主なものでございます。節２

７・繰出金１３億８９５０万円は、企業会計で

あります下水道事業への繰出金です。前年度比

７５００万円の減となっております。詳細につ

きましては、下水道事業会計で説明いたしま

す。 

 目２・街路事業費では２億２８５６万２００

０円を計上しております。説明欄の南部幹線道

路整備事業１億３０６万５０００円は、前川を

挟む県施工区間の用地買収や建物等移転補償及

び橋梁下部工事、また、球磨川を挟む県施工区

間の測量設計など、同事業に係る負担金でござ

います。 

 西片西宮線道路整備事業では８７１０万１０

００円を計上しております。本事業は、１工区

完成後、現在２工区の整備を進めております

が、令和５年度での完成を予定しております。

また、３工区につきましては、令和４年度に着

手し、令和１０年度の完了を目標に事業を進め

てまいります。節１２・委託料４７７万５００

０円は、西片西宮線３工区の建物調査業務委託

などに要する費用でございます。節１４・工事

請負費１４８２万６０００円は、西片西宮線２

工区の道路舗装工事などに要する費用でござい

ます。次ページの節１６・公有財産購入費１９

０４万９０００円及び節２１・補償、補塡及び

賠償金４８２６万５０００円は、西片西宮線３

工区の用地購入や建物等の移転補償に要する費

用でございます。一つ戻りまして、節１８・負

担金補助及び交付金１億３０９万６０００円

は、南部幹線県事業負担金が主なものでござい

ます。 

 目３・都市下水路費では７３９０万円を計上

しております。説明欄の雨水ポンプ場維持管理

事業４２４万７０００円及び都市下水路維持管

理事業３４４万１０００円は、日奈久浜町ポン

プ場や宮地都市下水路などにおける維持管理に

要する費用でございます。 

 樋門樋管操作管理事業７１２万３０００円

は、球磨川流域の堤防に設置されている樋門な

ど、４５施設の管理に要する費用でございま

す。 

 市内一円都市下水路整備事業５３８２万２０

００円は、用途区域内の排水路の改良及び維持

管理に要する費用でございます。節７・報償費

７１６万４０００円は、球磨川流域に設置され

た樋門・樋管４５施設の操作員への報酬でござ

います。節１０・需用費１１５５万９０００円

は、市内一円の排水路の修繕や日奈久浜町と徳

淵にあるポンプ場の燃料や光熱費などに要する

費用でございます。節１２・委託料７８６万２

０００円と節１４・工事請負費４１００万円

は、大村町排水路改良工事など８か所の工事や

測量設計業務委託に要する費用でございます。 

 目４・公園費では２億４１９９万５０００円

を計上しております。説明欄の市内一円公園維

持管理事業１億１０１４万１０００円は、市内

１００公園の施設修繕や清掃等管理業務委託、

樹木管理委託などに要する費用でございます。 

 市内一円公園施設整備事業２１７１万円は、

市内一円の公園施設の改修に要する費用でござ

います。 

 公園施設長寿命化対策支援事業２９５０万円

は、西中州児童公園など５公園の遊具改築工事

に要する費用でございます。 

 都市公園安全・安心対策緊急支援事業４２０

０万円は、上日置児童公園など２公園のトイレ

や園路のバリアフリー化及び高島公園ののり面

崩壊対策に要する費用でございます。節１０・

需用費１８０６万８０００円は、施設修繕や電

気料、下水道使用料などが主なものでございま

す。節１１・役務費４０５万７０００円は、公

園管理手数料やトイレのくみ取に要する費用で

ございます。節１２・委託料７３３０万２００

０円は、公園の樹木管理や清掃業務委託に要す

る費用が主なものでございます。節１３・使用
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料及び賃借料９８４万１０００円は、高島公園

などの簡易トイレ賃借料や八代城跡公園などの

土地使用料でございます。次ページの節１４・

工事請負費９３２１万円は、公園施設整備工事

や長寿命化対策工事に要する費用でございま

す。節１７・備品購入費４３８万３０００円

は、乗用芝刈り機などの購入に要する費用でご

ざいます。 

 目５・区画整理費では１億６０３７万６００

０円を計上しております。説明欄の八千把地区

土地区画整理保留地販売促進事業は、民間の不

動産業者の力を借りて、保留地の販売を促進す

るもので、９０万９０００円を計上しておりま

す。 

 八千把地区土地区画整理事業基金事業は、保

留地売払い収入及び利子分を同基金に積み立て

るもので、令和５年度は２１６４万４０００円

を見込んでおります。 

 八千把地区土地区画整理事業１億５６３万円

は、区画の整地や区画道路の築造及び舗装、ま

た、建物移転補償などに要する費用でございま

す。節７・報償費９０万９０００円は、保留地

紹介手数料でございます。節１０・需用費１５

４万６０００円は、消耗品及び公用車のガソリ

ン代などが主なものでございます。節１２・委

託料１２００万５０００円は、仮換地修正や補

償費再算定業務委託などに要する費用でござい

ます。節１４・工事請負費４８７０万円は、整

地工事や各道路の築造及び舗装工事に要する費

用でございます。節２１・補償、補塡及び賠償

金４６６０万円は、建物移転補償などの費用で

ございます。節２４・積立金２１６４万４００

０円は、事業基金への積立金でございます。 

 次ページをお願いいたします。 

 項６・住宅費、目１・住宅管理費では２億５

１６２万３０００円を計上しております。説明

欄の公営住宅管理事業６７９３万１０００円

は、老朽箇所の修繕並びに給排水設備や浄化槽

設備等の保守点検など、市営住宅の維持管理に

要する費用でございます。 

 公営住宅ストック総合改善事業１億２０３９

万５０００円は、流藻川団地の給水設備等の改

修に要する費用でございます。 

 公営住宅施設整備事業１５２８万２０００円

は、流藻川団地の浴室改修など、老朽化した設

備の取替えや改修、また、入居から長期間を経

過した入居者の畳取替えなどに要する費用でご

ざいます。節１０・需用費３７１１万３０００

円は、市営住宅の光熱水費や施設・設備の修繕

料が主なものです。節１１・役務費２１８万９

０００円は、害虫駆除や高架水槽の清掃、飲料

水の水質検査などの手数料が主なものでござい

ます。節１２・委託料３４５５万７０００円

は、市営住宅の各種設備の保守点検委託や施設

清掃委託、施設改修工事に伴う設計業務委託な

どに要する費用でございます。節１４・工事請

負費１億２０３９万５０００円は、流藻川団地

の給水設備等改修工事に要する費用でございま

す。節１７・備品購入費３５３万７０００円

は、植柳上町第一団地の電気温水器購入に要す

る費用が主なものでございます。 

 目２・住宅用地造成費では３万７０００円を

計上しております。説明欄の宅地分譲貸付事業

は、定住促進のために造成した宅地分譲地の販

売及び貸付けを行うものでございます。 

 目３・住宅建設費は、説明欄記載の災害公営

住宅整備事業（豪雨災害）であり、昨日の令和

２年７月豪雨に関する特別委員会で承認をいた

だいたところでございます。 

 少し飛びまして、１１７ページをお願いいた

します。 

 款１０・災害復旧費、項２・公共土木施設災

害復旧費、目１・道路橋梁施設災害復旧費のう

ち、右の説明欄に記載しています１番目の道路

橋梁施設災害復旧事業２億５２０６万６０００

円が、当委員会関係分でございます。これは、
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令和４年の台風１４号により被災した道路の復

旧に要する費用でございます。節１０・需用費

５４７万円のうち７万円が台風１４号災害分で

あり、公用車のガソリン代でございます。節１

２・委託料３１３６万８０００円のうち２９５

６万８０００円が、台風１４号災害分であり、

地質調査や設計業務委託に要する費用でござい

ます。節１４・工事請負費７億５３０３万５０

００円のうち２億２１８３万５０００円が、台

風１４号災害分であり、泉町の市道八八重～四

方田線と五家荘～椎葉線の復旧工事に要する費

用でございます。節２１・補償、補塡及び賠償

金３０９万３０００円のうち５９万３０００円

が台風１４号災害分であり、復旧工事に伴う立

木補償に要する費用でございます。 

 それでは、 後に、配付しております資料の

説明をさせていただきます。 

 右側に委員会資料、令和５年３月１４日、建

設環境委員会、議案第８号、建設部と記載して

おります令和５年度八代市一般会計予算、建設

部所管分でございます。よろしいでしょうか。 

 それでは、おめくりをいただき、３ページを

御覧いただきたいと思います。 

 この資料は、令和５年度に市内一円で実施す

る主な事業箇所を示した位置図でございます。 

 左上の凡例にありますとおり、市内一円道路

改良事業を茶色で、市内一円河川改修事業を青

色で、港湾施設改修事業を黄色で、西片西宮

線、南部幹線道路整備事業を黒色で、市内一円

公園施設整備事業を緑色で、公営住宅ストック

総合改善事業を紫色で表示しております。御確

認いただければと思います。 

 次のページを御覧いただきたいと思います。 

 先ほど予算説明時に御案内しました立地適正

化計画について、この資料により、立地適正化

計画制度の背景から順に説明させていただきま

す。 

 人口減少や高齢化などの社会情勢の中、医

療・福祉施設、商業施設や住居がまとまって立

地し、市民が公共交通により、これらの生活利

便施設等を利用しやすいコンパクトシティ・プ

ラス・ネットワークの形成を図るため、平成２

６年度に都市再生特別措置法を改正し、立地適

正化計画制度が創設されました。 

 国土交通省では、令和６年度までに、６００

自治体が立地適正化計画を作成することを目標

としておりますが、令和４年７月末時点で計画

策定済みの自治体は４６０にとどまっている状

況でございます。 

 熊本県内においては、熊本市、荒尾市、菊池

市、玉名市、益城町が計画策定済みであり、人

吉市と宇城市が計画策定に向けて取組を行って

おられます。 

 続きまして、立地適正化計画とは、と記載し

てありますが、 後の２行を御覧ください。立

地適正化計画とは、現在の都市計画区域内――

旧八代市と千丁町、鏡町になりますが、この区

域内におきまして、住居などの居住機能や医

療・福祉施設、商業施設などの都市機能を誘導

する区域を設定しまして、時間をかけながら、

居住人口を都市機能が集約した区域に誘導して

いくものでございます。 

 イメージ図を御覧ください。外枠の紺色の線

に表しております都市計画区域におきまして、

赤色で示しております都市機能誘導区域と、そ

れを取り囲むように青色で示しております居住

誘導区域を設定し、それらの地域を公共交通で

結び、コンパクトシティ・プラス・ネットワー

クの形成を図るものでございます。 

 その下に記載していますが、立地適正化計画

は、中心的な拠点に一極集中するものではな

く、全ての人口の集約を図るものではございま

せん。また、時間をかけながら、誘導により居

住の集約化を推進する中長期的な取組であるこ

とから、急激な地価変動も生じません。 

 資料右側を御覧ください。立地適正化計画を
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策定した場合、コンパクトシティの取組への財

政支援として、都市構造再編集中支援事業があ

ります。この事業は、立地適正化計画に設定し

た都市機能誘導区域及び居住機能誘導区域に施

行地域を限定し、区域内の誘導施設や公共公益

施設の整備などを集中支援する事業でございま

す。 

 この立地適正化計画により、新八代駅周辺地

区を都市機能誘導区域に設定し、さらに、その

周辺を居住誘導区域に設定し、来年度策定を予

定されているエリアグランドデザインに基づ

き、都市再生整備計画を策定することで、本事

業を活用でき、事業費の補助財源の確保が可能

となるものと考えております。 

 次に、立地適正化計画策定までの期間につき

ましては、資料記載のとおり、作業量からして

２か年は必要であると考えております。 

 また、予算につきましても、令和５年度、令

和６年度の２か年事業として、債務負担による

計上をお願いするものでございます。 

 以上で、令和５年度八代市一般会計予算の説

明とさせていただきます。御審議のほど、よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） ここで、午前中の審

査の途中ではありますが、小会いたします。 

（午後０時２０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時２０分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 午前中の審査は、第７款・土木費及び第１０

款・災害復旧費の説明までといたしまして、休

憩をいたします。 

 午後は１時２０分から再開いたします。よろ

しくお願いします。 

（午後０時２０分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時２０分 開議） 

○委員長（上村哲三君） 休憩前に引き続き、

建設環境委員会を再開いたします。 

 それでは、午前中に説明のありました第７

款・土木費及び第１０款・災害復旧費について

質疑を行います。質疑があればお願いします。 

○委員（谷口 徹君） 建築総務費のところの

老朽危険空き家等除却促進事業と空き家等対策

事業について、ページで言えば、９２ページに

なりますけれども、まず、老朽危険空き家等除

却促進事業の５年度の予算額が３６００万円、

令和４年度と同額ですので、需要のほうが、今

年度と変わらない見込みなのかをお聞きしたい

のと、空き家等対策事業が、令和４年度に比べ

て、予算額が７割ほど減ってますので、その理

由をお聞きしたいと思います。 

○理事兼住宅課長（早木浩二君） こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）住宅課の

早木です。よろしくお願いいたします。 

 ただいま谷口委員からですね、お尋ねがあり

ました２点についてお答えをいたします。 

 まず、老朽危険空き家等除却事業についてで

ございますけれども、６０件の根拠といいます

と、実績ベースで、来年度もですね、要求をい

たしております。 

 この事業は、平成２４年度から実施をしてお

りますけれども、補助の内訳は、１件当たり限

度額が６０万円で、国の補助が２分の１、市の

単独費が２分の１でございます。 

 直近の実績で申し上げれば、令和２年が４７

件に対して、――予算件数がですね、４７件に

対して実績は４８件、令和３年が６０件に対し

て６３件、令和４年の見込みといたしましては

ですね、予算額６０件に対して６２件の実績が

ございますので、この６０件で、何とかできる

のではないかというふうに考えております。 

 応募はですね、補助の予定数を上回っており

まして、近年は毎年抽せんで、それらを決めて

おります。抽せんを実施しておるような状況で

す。 
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 事業のですね、実施年が１１年度になってお

りまして、近年の応募数は大体７０件前後でで

すね、推移をしているというような状況でござ

います。 

 建物の所有者に対して、事業の周知が浸透し

てきているというふうに感じております。 

 以上でございます。 

 それから、もう一つ、もう１点は、空き家等

対策事業のですね、令和４年度の予算から７

０％の削減になっておるということでございま

すが、この主な原因はですね、空き家等対策事

業の役務費手数料になります相続財産管理人制

度予納金というのがあるんですけども、それが

ゼロ査定になったということでございます。 

 この相続財産管理人はですね、例えば、相続

人がいないとか、相続人が全員、相続放棄をさ

れた場合ですね、財産を管理をする人がいな

い、それから空き家のまま放置されて、苦情物

件となり、近隣に影響を与えかねない場合にで

すね、相続財産管理人を家庭裁判所に選任して

もらうと、その方にですね、財産の処分、それ

から清算、債務があればですね、債権者に返済

をしてもらうという制度でございますけども、

この申立てにはですね、予納金が必要であると

いうことでございます。いわゆる着手金という

ものに当たるかと思いますけれども、市では、

昨年度この制度を使いまして、空き家の管理や

処分を進めるために、予納金を予算化しており

ました。大体、金額にして１件当たり６０万の

３件分、１８０万円ということになりますけれ

ども、結果的に、この財産管理人制度を利用す

るような案件が発生をいたしませんでしたの

で、不用額ということになりました。 

 令和５年度もですね、要求をしたんですけれ

ども、案件が発生したときに予算措置を行って

ほしいということでですね、今後補正見込みと

して、補正予算で対応したいというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（谷口 徹君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありますか。 

○委員（太田広則君） すみません、今のに、

すみません、課長、関連して、私が知ってる範

囲でも、子供さんが親の財産を放棄してるとこ

ろがもう２件ぐらいあるんですけど、さっきな

かったもんですからということでしたけど、

今、子供さんが親の財産を放棄してる老朽危険

空き家、たくさん、私の中では、二、三件、ぽ

っと上がるんですが、何件ぐらいありますか。

話が進んでないというか、ずっと進んでないと

思います、ここ数年。 

○理事兼住宅課長（早木浩二君） 令和３年度

にですね、危険空き家等実態調査というのをや

りまして、そのとき空き家が２４６８件あった

ということになります。そのうちの非常に危険

な空き家というのは１２５件が該当するという

ことで、調査では報告が上がってきておりま

す。 

 いろんなですね、その中から、相続とか、あ

るいは相続が調ったもの、それから経済的にで

すね、余裕があるというような方についてはで

すね、不動産を処分したり、土地を売ったりと

いうことをされますけれども、なかなか都会に

いらっしゃったり、相続人全員がですね、相続

放棄をしたりと、そういうようなことが多いも

んですから、実際としては、老朽危険空き家、

苦情としてですね、上がってきているのは３０

件ぐらいにとどまるのかなというところでござ

います。 

 以上です。（委員太田広則君「はい、分かり

ました」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

 ほかにありますか。 

○委員（木村博幸君） ９８ページ、土木費、
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都市計画費の中の公園費ですね、公園費の中

で、説明欄の一番下ですね、都市公園安全・安

心対策緊急支援事業というようなことで、この

公園費も結構、一般財源からの持ち出しという

か、半分ぐらいはですね、半分以上出すわけで

すが、文言からすると、緊急支援事業という形

になりますが、私、ちょっと聞きそびれたか、

すみませんが、この緊急支援ってなると、公園

ですから、計画的にいろいろやってらっしゃる

と思うんですが、特別急いでお金が必要になっ

たとか、何かそういう事業なのか、ちょっと詳

しく説明をいただければと思います。 

○都市整備課長（深川洋光君） こんにちは。

都市整備課、深川です。よろしくお願いしま

す。 

 委員お尋ねの都市公園安全・安心対策緊急支

援事業でございますけれども、こちらにつきま

しては、現在トイレのバリアフリー化及び高島

公園ののり面対策を実施しているところでござ

います。 

 メニューといたしましてですね、トイレのバ

リアフリー化を今現在やっておりまして、そち

らの、――すみません。そちらを緊急的に、バ

リアフリー化することが必要ということで判断

いたしまして、メニューを、この安全・安心対

策緊急支援事業がありますので、そちらで対応

しているところでございます。 

 トイレにいたしましては、都市公園６４公園

ございますけれども、そちらの古いものからバ

リアフリー化を進めております。 

 現在３８公園でですね、４１基がトイレござ

いますけれども、そのうち２１基が済んでおり

まして、あとの２０基を今後整備していくもの

でございます。 

 以上でございます。 

○委員（木村博幸君） 分かりました。 

 緊急支援というよりは、計画整備事業だった

かなと理解いたしました。どうも。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（太田広則君） ９３ページ、道路維持

事業について、ちょっとお聞かせください。 

 緑の回廊線というですね、樹木管理というと

ころでありましたが、緑の回廊線、――樹木だ

けじゃなくてですね、非常に今、管理、歩いて

て思うんですが、管理が本当にされているのか

なという、ちょっと疑問があってですね、その

中に、まず、その緑の回廊、樹木管理の費用で

すね、予算を幾ら取られたのかというのと、道

路パトロール業務委託というのが、項目で上が

ってます。６３３万４０００円、これは、ずっ

と同じ業者さんが道路パトロールされているの

かというのと、それから、緑の回廊線に対して

はどういったパトロールをされているのかとい

うところを、ちょっとお聞かせください。 

○理事兼土木課長（竹原彰吾君） 土木課の竹

原でございます。よろしくお願いします。 

 今、委員お尋ねのですね、緑の回廊線の管理

の件でございます。 

 まず、街路樹の維持管理ということで、幾ら

ぐらいかかっているんだろうかというお話でご

ざいましたが、年間ですね、緑の回廊線につき

ましては１１５０万円、街路樹のですね、管理

費として計上しております。 

 それと、パトロールの件ですけれども、どこ

がやっているかということでございますが、パ

トロールにつきましては、八代シルバー人材セ

ンターさん、そちらにですね、委託をしており

まして、業者さんというか、そういう八代シル

バー人材センターに委託をして、高齢者の方に

ですね、パトロールをお願いしているというこ

とでございます。 

 あとですね、緑の回廊線のパトロール、どう

しているかということでございました。 

 基本的にはですね、職員によって目視とかに

なりますけれども、よくですね、あそこは歩行
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者と自転車のですね、専用道路でございます。

私たちも自転車で行ったり、歩いたりするんで

すけど、そのときも見ますし、基本的にはです

ね、あと、住民の皆様からですね、情報をいた

だいて、補修等を計画しております。 

 ただ、この緑の回廊線につきましては、今で

すね、サイクルツーリズムという事業がござい

まして、自転車道をですね、今整備をしている

のがありまして、今年からですね、令和４年度

から、八代駅側のほうから自転車道の整備をし

ているところでございます。 

 引き続きですね、こちらにつきましても、今

後ですね、整備していきたいということで考え

ております。 

 以上でございます。 

○委員（太田広則君） すみません、分かりま

した。 

 じゃあ、次に、いいですかね。 

 ９４ページのですね、橋梁長寿命化修繕事業

ですね、これ、国のほうで、これまでもたくさ

んですね、支出金が出て、本市もその都度、い

ろんなところで、この橋梁の長寿命化について

はやられてこられたと思います。 

 これまでの実績と、あとどのぐらいの橋梁が

残っているのか、大体で結構でございますが、

進捗度が分かるような説明を、ちょっとお聞か

せください。 

○理事兼土木課長（竹原彰吾君） すみませ

ん、橋梁長寿命化事業の進捗状況ということで

ございます。 

 現在ですね、八代市にございます、橋長が２

メーター、２メートル以上の道路がですね、対

象となりますけれども、全体で１８６０橋ござ

います。 

 昨年の年度末の時点でございますが、健全性

がですね、１から４まであります。１判定、２

判定、３判定、４判定。そのうち、３判定以上

になりますと、何らかの対策を講じなければい

けないということになっております。 

 全橋梁１８６０橋のうち、昨年度末でです

ね、３判定以上の橋梁が１０１橋ございまし

た。 

 委員のほうから進捗状況ということでです

ね、お尋ねがあったんですけれども、一応この

点検をですね、毎年毎年やって、健全度が判明

しますもんですから、常に、こう動いていきま

す、悪いですね、３判定以上が。今ですね、平

成２６年から、現在令和４年度まで９年間、橋

梁のですね、補修工事を行ってまいりましたけ

れども、現在ですね、３６橋の補修工事が終わ

っているというところでございます。 

 以上、お答えとします。（委員太田広則君

「はい、分かりました。ありがとうございま

す」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（谷口 徹君） 河川費の土砂災害危険

住宅移転促進事業ですけれども、令和５年度は

３０００万円の計上が、案として出されてます

が、令和４年度の実績と、１０件分で３０００

万円ということですけども、その１０件は、も

う見込み、申請が確実に見込まれるものかどう

か、この２点お聞きしたいと思います。 

○理事兼土木課長（竹原彰吾君） 土木課、竹

原でございます。 

 土砂災害危険住宅移転促進事業の件でお尋ね

がありました。 

 令和４年度の実績でございますが、実績とし

て１０件ございました。 

 予算はですね、当初がですね、６００万円取

っていましたけれども、その後補正で、その都

度申請がございますので、補正でですね、１８

００万円追加しまして、合計、令和４年度につ

きましては２４００万円の予算としておりま

す。 

 令和５年度の予算でございますけれども、今
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現在７名の方から御相談を受けております。今

年の実績も含めてですね、来年、今の御相談

と、今年の実績を踏まえまして、来年度１０件

程度の予算をですね、当初から組ませていただ

いているというところでございます。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（谷口 徹君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（上村哲三君） ほかに質疑あります

か。 

○委員（太田広則君） １００ページのです

ね、公営住宅ストック総合改善事業で、工事請

負費が１億２０３９万５０００円上がってます

が、流藻川団地給水設備等改修工事ということ

で、一般質問で、非常に流藻川団地の水の流れ

が悪いと。特に、私のほうは平屋を意識して質

問した経緯がございますが、この１棟から４棟

というのは、もしかしたら、こっちの４階建て

のほうかなあという気がするんですが、この工

事の詳細を少し教えてください。 

○理事兼住宅課長（早木浩二君） 住宅課、早

木です。 

 流藻川団地はですね、昭和４６年から５０年

度にかけまして建設をされました簡易耐火造平

屋建て、これが３１棟の１３５戸と、昭和４９

年度、５０年度に建設をされました中層耐火建

て三階建ての４棟７２戸から成ります。 

 当団地はですね、建設から既に４５年以上経

過をしておりますので、給水設備の老朽化が進

んでおりまして、水の供給に支障を来す状態と

なるおそれがございます。今も、揚水ポンプの

急な故障とかですね、ありまして、担当職員が

対応しているような状況なんですけども、そこ

で、令和２年度に改定をいたしました第２期八

代市営住宅長寿命化計画に基づきまして、給水

設備の改修を行い、施設の長寿命化と日常生活

の円滑化を図るということでございますが、令

和４年度に平屋の設計を行いまして、今年度で

すね、平屋造りのほうの設計を行いまして、令

和５年度に改修更新、それから、３階建ての設

計を、また、令和５年度に行いたい。令和６年

度に３階建てのほうの改修工事を実施したいと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（太田広則君） 分かりました。ありが

とうございます。 

 それから、関連して、修繕費で６５０万円で

すね、流藻川団地浴室改修というのが上がって

ますが、畳張り替えも同じですが、何戸ずつぐ

らいありますでしょうか。 

○住宅課主幹兼市営住宅係長（吉野文博君） 

 住宅課の吉野です。よろしくお願いいたしま

す。 

 太田委員御質問の件ですけれども、流藻川団

地の浴室改修につきましては、令和４年度で、

一応１０戸程度、予算は見ております。 

 それと、畳の張り替え事業に、――畳の床替

えですね。事業につきましては、令和５年度に

つきましては、一応高島団地を見ておりまし

て、１７戸程度の団地の畳床の取替えを予定し

ております。 

 以上です。 

○委員（太田広則君） 高島団地が畳の張り替

えちゅうことですね。 

 これ、すみません、空いてるところをするの

か、それとも現存、住んでらっしゃるところを

やるのかっていう。 

○住宅課主幹兼市営住宅係長（吉野文博君） 

 今の御質問ですけれども、市営住宅に入居年

数が３０年以上経過していらっしゃる、連続し

て経過していらっしゃる方を対象に、この畳替

えの事業は行っておりますので、入居していら

っしゃる方ということになります。 

 以上です。 

○委員（太田広則君） ありがとうございま

す。 
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 委員長、もういっちょ。 

 すみませんね、何でそういうことを聞くかと

いうと、公営住宅法で、お風呂のほうですね、

これは浴室の改修と、浴槽が壊れたら、個人だ

ろうと思ってるんですけど、そこの浴室改修

は、お風呂の部屋を改修するというふうに捉え

ていいんですか。浴槽じゃないということを、

ちょっと明確に確認したいんですが、浴槽の場

合は市民、個人負担になるのかということも含

めて、お願いします。 

○住宅課主幹兼市営住宅係長（吉野文博君） 

 今の御質問ですけれども、浴室の防水塗装等

の改修工事になっております。下の階に水が漏

れたりしないような形の改修工事になっており

ます。 

 浴槽と風呂釜等については、もう個人さんの

御負担ということになっております。 

 以上です。 

○委員（太田広則君） 分かりました。ありが

とうございます。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（山本幸廣君） 今回の当初予算を説明

された職員の方々、大変御苦労さんでした。 

 といいますのは、やはり国県の支出金という

のがですね、もう多くなってきとるという、そ

ういう事業が多いということと単独の事業とい

うのはですね、なかなかの予算・財政面もあり

まして、そんなに多くは膨らんでないときに５

１億円というですね、この、やっぱし当初予

算、建設部のですね。大変少ない職員の中で、

技術者の中でもですね、対応されるということ

でありますので、まずは健康管理で、そしてま

た委託先、そしてまた受入れの事業者の方々に

対してもですね、なるだけならば、その技術の

向上を含めて、職員としたらですね、職員に私

が意見を言う中では、やはり流用は少しは避け

る。だけども、流用しなければいけないところ

はしなきゃいけない。不用額を出すときには出

してもいい。そのような体制の中でですね、な

るだけならば、繰越しがあるけれども、繰越し

をなるだけならしないような体制をしていこう

かという、沖田部長の下で、これから１年間、

この８号の予算でですね、市民生活が安全です

ばらしい事業ができるようにしていただきたい

と思います。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（谷口 徹君） 交通安全施設整備事業

の関連で、意見を述べさせていただきたいと思

います。 

 声かけ事案とか、不審者の案件が報告されて

ますけども、車に連れ込みとか、そういった事

件はですね、ガードレールがあれば、すごく抑

止力が働くそうです。 

 交通安全の見地もしかりですけども、防犯の

考えも取り入れて、整備をしていただければと

思います。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（木村博幸君） ２点あります。１点で

すけど、 初に、都市機能のグランドデザイン

化ということが、もう目前に、今から進んでい

くわけですけど、今見てて、やっぱり市営住宅

というか、公営住宅の、やっぱり整備事業、ず

っと続いていくわけですが、どこかでは、やっ

ぱり中長期も見据えてですね、やっぱりコンパ

クトシティ化を見据えた都市計画になっていく

のならば、ある程度、もう古いところからは、

新しいコンパクトシティのほうに移行するの

も、やっぱり視野に入れながら整備をしていく
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べきかなと。やっぱり必要なところにお金を使

って、そろそろ、住んでる方にとってみればで

すね、そこを離れる形になるか分かりません

が、やっぱり集約化していく中に、やっぱり公

営住宅は、住宅団地とか、そういうのを持って

いくべきかなと思いますので、長い目で見る

と、そういったところを、やっぱりちょっと視

点的にですね、整備を、やっぱり考えていくべ

きかなと、ちょっと予算的には感じたところで

す。 

 今から始まることなので、駅周辺なのか、少

し外れた拠点のところになるのか、その辺を今

から議論されていくのかなと思います。 

 それから、２点目ですけど、 初のお話、沖

田部長のお話の中に、やっぱり 近はもう発注

件数がどんどん増えてきていると。やっぱり豪

雨災害やら何やらの絡みもありますが、それ以

前にですね、やっぱり非常に八代も傷んでると

いうふうにとって必要な場所があるという認識

だろうなと思いますが、やっぱり労働者不足

は、どうしても集中すると、なかなか工事が遅

れてしまう。そういった中で、大変だなと思い

ます。予算はつけても工事が進まない。非常に

大変な時期かなと思います。 

 私が知ってる業者の方からですね、どうして

も今回の予算が、実際予算化されて、実施され

ていくのは、やっぱり下期なんですね。そこま

で、下期からは、また仕事が増えると。木村さ

ん、４月、５月、６月はどやんかならんとです

かと。ここは、昔からそうなっているとは思い

ますが、構造的に、そこは予算が新しいのがつ

くって、動き始めれば、どうしても下期になる

ならば、前年度から次の年の上期に当たるとこ

ろも予算を組んどってくれよと。要は、総括で

言われました平準化です。ここはやっぱり地域

の業者は、やっぱり年間通して仕事をもらえた

ほうが、非常に喜ばしいというところですの

で、その標準化の配置をですね、予算も含めて

やっていただければ、業者さんは非常にいいの

かなと思っております。 

 これはお願いになりますけど、よろしくお願

いいたします。 

○委員（太田広則君） 先ほど４つですね、質

問させていただきました。本当に建設部はです

ね、予算もさることながら、やるべき事業がで

すね、本当大変だと思います。 

 老朽危険空き家、先ほどの財産放棄のね、３

０件ぐらい、まだ放棄して進まないということ

がございました。 

 それから、道路維持、しっかりですね、緑の

回廊線、これは皆さんが通っているから、よく

分かるかと思います。私だけじゃないです、こ

の意見はですね。しっかり自分のふだん通って

いらっしゃるところであるならば、目をつけて

いただきたいなあというふうに思います。 

 それから、橋梁長寿命化ですね、まだまだ、

その都度出てくるということでですね、予算の

取り方が非常に難しいと。突発的にですね、壊

れる場合もありますし、徐々に壊れていく場合

もあります。非常にその辺が、判断が難しいと

ころだし、その都度国のほうもですね、予算を

つけておりますけれども、しっかりとした、や

っぱり検査ですね、事前検査というのに力を入

れていただきたいなというふうに思います。 

 後の市営住宅、これは流藻川団地、昭和４

５年ということで、流藻川団地に限らず、本市

の市営住宅は本当に老朽化しております。した

がって、いろんなところで畳替えだったり、お

風呂が壊れたりと、本当ここにはお金がかかる

かというふうに思いますけれども、適材適所に

しっかりと予算をつけてですね、冒頭部長が言

われた、安心・安全なという観点でですね、進

めていっていただきたいと、このように思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません
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か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第８号・令和５年度八代市一般会計予算

中、当委員会関係分については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午後１時５１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時５２分 本会） 

◎議案第１２号・令和５年度八代市農業集落排

水処理施設事業特別会計予算 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１２号・令和５年度八代市農業

集落排水処理施設事業特別会計予算を議題と

し、説明を求めます。 

○下水道総務課長（福浦亮二君） 皆様、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）下水

道総務課の福浦でございます。よろしくお願い

いたします。着座にて説明させていただきま

す。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○下水道総務課長（福浦亮二君） それでは、

議案第１２号・令和５年度八代市農業集落排水

処理施設事業特別会計予算につきまして、ま

ず、予算書の説明の前に、八代市農業集落排水

処理施設事業の概要について説明させていただ

きます。 

 この事業は、農業集落の生活環境の向上と公

共用水域の水質保全を目的として、東陽町と泉

町の中心部で実施しております。 

 東陽町が平成７年度から１１年度まで、泉町

が平成４年度から８年度までで建設事業を完了

しており、現在は使用料の徴収や施設の維持管

理などが主な業務となっております。 

 令和３年度末の東陽町と泉町を合わせました

処理区域内人口は１７８０人、水洗化人口が１

４７５人で、水洗化率は８２.９％となってお

ります。 

 令和４年度は、全体で１世帯の新規接続があ

っておりますが、地域全体の人口減少に伴い、

農集区域内の水洗化人口も減少している状況で

ございまして、令和４年度末の水洗化率は、３

年度末と同程度を見込んでおります。 

 このような状況の中で、令和５年度予算も引

き続き農業集落の生活環境の向上のための排水

処理施設の維持管理費が主なものとなっており

ます。 

 以上、簡単ですが、概要説明を終わります。 

 続きまして、令和５年度八代市農業集落排水

処理施設事業特別会計予算の内容について、御

説明いたします。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の総額は、第１条、第１項で、

それぞれ８９９１万３０００円と定めておりま

す。この額は、前年度より８８万８０００円の

減額となっております。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、２ページの第１表、歳入歳

出予算に記載しております。 

 第２条の地方債は、地方自治法第２３０条第

１項の規定により、３ページの第２表、地方債

のとおり、限度額を公営企業会計適用債は７０

万円、資本費平準化債は８８０万円として、起

債の方法を証書借入れ、または、証券発行と

し、利率及び償還の方法は、記載のとおりでご

ざいます。 

 それでは、本予算につきまして、４ページか

らの説明書を基に、主なものを御説明いたしま

す。 

 おめくりいただきまして、６ページをお願い

いたします。 
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 歳入でございます。款１・分担金及び負担

金、項１・分担金、目１・農業集落排水事業費

分担金２０万円は、新規ます設置者に対して、

条例に基づき、１世帯当たり１０万円を徴収し

ておりまして、前年度と同様、２件分を予定し

ております。 

 款２・使用料及び手数料、項１・使用料、目

１・農業集落排水処理施設使用料では３８３２

万円を計上しております。これは、令和５年４

月使用分からの使用料改定により、前年度より

１９６万円の増となっております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 款３・繰入金、項１、目１・一般会計繰入金

４１８７万４０００円は、農業総務費からの一

般会計繰入金で、前年度より４５万円の減とな

っております。これは、長期債の元利償還額の

歳出減が主な要因でございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 款６、項１・市債、目１・農業集落排水事業

債９５０万円は、資本費平準化債及び公営企業

会計適用債でございまして、２４０万円の減と

なっております。 

 資本費平準化債は、使用者の負担を軽減し、

かつ世代間の負担の公平を図るため、本事業に

おける負担の一部を後年度に繰り延べるための

ものでございます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。款１、項１・農業集落排

水処理事業費、目１・農業集落排水事業費４３

５７万７０００円は、農業集落排水処理施設の

維持管理と普及促進及び使用料の徴収などに要

する経費でございます。増額している理由とい

たしましては、処理場及びマンホールポンプの

電気料や施設管理業務委託、公営企業会計に移

行するためのシステム改修費用などが主な要因

でございます。 

 主な内訳は、職員１名分の人件費８３４万５

０００円、東陽地区一般事務事業で２２９０万

５０００円、これは主に、維持管理経費でござ

いまして、処理場及びマンホールポンプの電気

料、設備修繕、脱水汚泥収集運搬料、施設の維

持管理業務委託などでございます。 

 また、泉地区一般事務事業で１２３２万７０

００円を計上いたしております。これも、東陽

地区と同様、維持管理経費でございまして、処

理場及びマンホールポンプの電気料、施設修

繕、汚泥引き抜き手数料、施設の維持管理業務

委託などが主なものでございます。 

 次に、款２、項１・公債費４６３３万６００

０円は、長期債償還元金が４３２７万円、長期

債償還利子が３０６万６０００円でございまし

て、前年度より３６３万９０００円の減額とな

っており、内訳は、説明欄に記載のとおりでご

ざいます。 

 次の１０ページから１５ページまでは、給与

費明細書でございますが、説明は省略させてい

ただきます。 

 １６ページをお願いいたします。 

 地方債の当該年度末における現在高の見込み

に関する調書でございます。 

 農業集落排水整備事業債の前年度末現在高見

込額が１億９４２２万２０００円、当該年度中

起債見込額が９５０万円、同年度中、元金償還

見込額が４３２７万円でございますので、当該

年度末現在高見込額は１億６０４５万２０００

円でございます。 

 農業集落排水処理施設事業につきましては、

施設の長寿命化と施設更新・整備に要する費用

の平準化を図りながら、計画的な経営を目指

し、使用料収入の確保や適切な維持管理による

経費のさらなる縮減に努めてまいりたいと考え

ております。 

 以上で、議案第１２号・令和５年度八代市農

業集落排水処理施設事業特別会計予算の説明を

終わります。御審議のほど、よろしくお願いい

たします。 
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○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（山本幸廣君） 事業の年度はいつ頃か

ら、これは始まったかな、この事業。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（上村

和寛君） こんにちは、上村です。 

 東陽地区におきましては、平成１２年度から

供用開始しております。 

 泉地区につきましては、平成８年度からにな

っております。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） 山本委員、よろしい

ですか。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１２号・令和５年度八代市農業集落排

水処理施設事業特別会計予算については、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１３号・令和５年度八代市公共浄化槽

等整備推進事業特別会計予算 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第１３

号・令和５年度八代市公共浄化槽等整備推進事

業特別会計予算を議題とし、説明を求めます。 

○下水道総務課長（福浦亮二君） 下水道総務

課の福浦でございます。引き続き、よろしくお

願いいたします。着座にて御説明させていただ

きます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○下水道総務課長（福浦亮二君） それでは、

議案第１３号・令和５年度八代市公共浄化槽等

整備推進事業特別会計予算につきまして、ま

ず、予算書の説明の前に、八代市公共浄化槽等

整備推進事業の概要について説明させていただ

きます。 

 この事業は、八代市が設置主体となって、浄

化槽を東陽町、泉町の農業集落排水処理施設事

業の認可区域以外の地域で整備し、雑排水等を

処理することにより、生活環境の保全及び公衆

衛生の向上を図るもので、東陽町は平成１３年

度から、泉町は平成１４年度から、それぞれ実

施しております。 

 以上、簡単ですが、概要説明を終わります。 

 続きまして、令和５年度八代市公共浄化槽等

整備推進事業特別会計予算の内容について御説

明いたします。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の総額は、第１条、第１項で、

それぞれを５２１７万８０００円と定めており

ます。この額は、前年度より１５０万５０００

円の増額となっております。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、２ページの第１表、歳入歳

出予算に記載しております。 

 第２条の地方債は、地方自治法第２３０条第

１項の規定により、３ページの第２表、地方債

のとおり、限度額を公共浄化槽等整備推進事業

は４６０万円、公営企業会計適用債は７０万円

とし、利率及び償還の方法は、記載のとおりで

ございます。 

 それでは、本予算につきまして、４ページか

らの説明書を基に、主なものを説明いたしま

す。 

 おめくりいただきまして、６ページをお願い
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いたします。 

 歳入でございます。款１・分担金及び負担

金、項１・分担金、目１・公共浄化槽等整備推

進事業費分担金５０万円は、合併処理浄化槽を

市で設置する際、条例に基づき、１基当たり１

０万円を徴収しておりまして、令和５年度は、

１０人槽１基の設置要望があり、合わせて５基

分を見込んでおります。 

 款２・使用料及び手数料、項１・使用料、目

１・公共浄化槽等整備推進事業使用料では２７

８５万１０００円を計上しております。これ

は、令和５年４月使用分からの使用料改定によ

り、前年度より１１０万４０００円の増となっ

ています。 

 ７ページをお願いいたします。 

 款３・国庫支出金、項１・国庫補助金、目

１・公共浄化槽等整備推進事業費国庫補助金１

８７万４０００円は、浄化槽整備に関する補助

金で、基準額の３分の１が交付されるもので

す。 

 款４・繰入金、項１、目１・一般会計繰入金

１６６４万円は、前年度より２０４万５０００

円の減となっております。繰入金は、生活環境

総務費からの一般会計繰入金で、維持管理費や

公債費などに充当しております。 

 ８ページをお願いいたします。 

 款７、項１・市債、目１・公共浄化槽等整備

推進事業債５３０万円は、新規予定設置基数５

基が対象となります。１９０万円増額につきま

しては、従来の４基に加え、泉地区に１０人槽

１基を設置することが、主な理由でございま

す。 

 おめくりいただきまして、９ページをお願い

いたします。 

 歳出でございます。款１、項１・公共浄化槽

等整備推進事業費、目１・浄化槽総務費３８１

５万２０００円は、浄化槽施設の維持管理と普

及促進及び使用料の徴収などに要する経費でご

ざいます。 

 内訳は、右側の説明欄に記載のとおり、職員

１人分の人件費と東陽地区及び泉地区一般事務

事業に必要な費用でございまして、東陽地区一

般事務事業１０５６万４０００円は、浄化槽１

４７基分の法定検査手数料や維持管理委託料な

どが主なものでございます。 

 泉地区一般事務事業１８２５万円は、東陽地

区と同様に、浄化槽２５９基分の法定検査料手

数料や浄化槽維持管理委託料などが主なもので

ございます。 

 目２・浄化槽整備費７７４万７０００円は、

浄化槽を整備するのに必要な費用でございまし

て、右側の説明欄に記載の東陽地区整備事業２

７４万８０００円は、新規浄化槽設置工事２基

分、また、泉地区整備事業４９９万９０００円

も同様に、新規浄化槽設置工事３基分が主なも

のでございます。２０３万９０００円増の理由

は、歳入でも申し上げましたとおり、泉地区に

１０人槽を設置することが主な理由でございま

す。 

 款２、項１・公債費、目１・元金が５２５万

３０００円、目２・利子が１０２万６０００円

でございます。 

 なお、地区ごとの内訳は、説明欄に記載のと

おりでございます。 

 １０ページ、下段をお願いいたします。 

 地方債の当該年度末における現在高の見込み

に関する調書でございます。公共浄化槽等整備

推進事業債の前年度末現在高見込額が６９９０

万５０００円、当該年度中起債見込額が５３０

万円、当該年度中、元金償還見込額が５２５万

３０００円でございますので、当年度末現在高

見込額は６９９５万２０００円でございます。 

 公共浄化槽等整備推進事業につきましては、

今後も適切な維持管理や使用料の増収に努めて

まいりたいと考えております。 

 以上で、議案第１３号・令和５年度八代市公
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共浄化槽等整備推進事業特別会計予算の説明を

終わります。御審議のほど、よろしくお願いい

たします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１３号・令和５年度八代市公共浄化槽

等整備推進事業特別会計予算については、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決しました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午後２時１３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時１４分 本会） 

◎議案第２０号・令和５年度八代市下水道事業

会計予算 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、議案第２０号・令和５年度八代市下水

道事業会計予算を議題とし、説明を求めます。 

○下水道総務課長（福浦亮二君） 下水道総務

課の福浦でございます。隣が、下水道建設課長

の奥村でございます。よろしくお願いいたしま

す。着座にて説明させていただきます。 

 それでは、議案第２０号・令和５年度八代市

下水道事業会計予算について御説明いたしま

す。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条の総則で、令和５年度八代市下水道事

業会計の予算は、次に定めるところ、すなわ

ち、第２条から第１０条に定めるところによる

としております。 

 第２条、業務の予定量でございます。令和５

年度末の予定として、処理区域内人口を６万４

１５人、処理区域面積を１８８１ヘクタール、

水洗化人口を５万３９５１人、年間総処理水量

を６９９万７９８６立方メートル、年間有収水

量を５８６万４３１３立方メートル、また、主

要な建設改良事業といたしまして、管渠施設整

備費を１４億９０１万３０００円、ポンプ場施

設整備費を１２９５万９０００円、水処理セン

ター施設整備費を２億９０２８万２０００円と

しております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額でござ

います。 

 まず、収入でございます。第１款・下水道事

業収益で３６億５２２０万３０００円、内訳と

しまして、第１項・営業収益で１６億６１４９

万８０００円、第２項・営業外収益で１９億９

０７０万２０００円、第３項・特別利益で３０

００円を計上しいたしております。 

 次に、支出でございます。第１款・下水道事

業費用で３１億７８７２万６０００円、内訳と

しまして、第１項・営業費用で２８億９７６７

万円、第２項・営業外費用で２億７５０５万４

０００円、第３項・特別損失で１００万２００

０円、第４項・予備費で５００万円を計上いた

しております。したがいまして、差引き収支は

４億７３４７万７０００円の黒字を見込んでお

ります。 

 ３ページをお願いいたします。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額でござ

います。 

 まず、収入でございます。第１款・資本的収

入で２４億６９５２万４０００円、内訳としま

して、第１項・企業債で１３億９０４０万円、

第２項・補助金で８億３８３１万１０００円、
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第３項・受益者負担金及び分担金で６２３２万

８０００円、第４項・他会計負担金で１億７８

４８万５０００円を計上いたしております。 

 次に、支出でございます。第１款・資本的支

出で３４億９５３５万９０００円、内訳としま

して、第１項・建設改良費で１７億４０５７万

７０００円、第２項・企業債償還金で１７億５

３７８万２０００円、第３項・予備費で１００

万円を計上いたしております。したがいまし

て、差引き収支は１０億２５８３万５０００円

の財源不足を見込んでおります。 

 なお、４条の括弧書きである資本的収入額が

資本的支出額に対して不足する額１０億２５８

３万５０００円は、当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額１億８０９万６０００円

などで補塡するものとしています。 

 なお、収益的収入及び支出と資本的収入及び

支出の詳細につきましては、後ほど予算に関す

る説明書で御説明いたします。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第５条、企業債でございます。施設整備に伴

う建設改良企業債及び資本費平準化債などの準

建設改良企業債を合わせて１３億９０４０万円

を限度額として設定しております。 

 第６条は、一時借入金の限度額は２０億円と

定めております。 

 第７条は、予定支出の各項の経費の金額の流

用としまして、予定支出の各項の経費の金額の

うち、項と項の間で流用することができる場合

は、営業費用と営業外費用との間のみであるこ

とを定めております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 第８条、議会の議決を経なければ流用するこ

とのできない経費としまして、職員給与費１億

９４４２万８０００円を定めております。 

 第９条は、他会計からの補助金としまして、

下水道事業会計の経営基盤確立のため、一般会

計から下水道事業会計へ補助を受ける金額、い

わゆる基準外の繰入金は２億２３１万１０００

円を予定しております。 

 第１０条、利益剰余金の処分では、当年度の

純利益見込みのうち２億４９３２万円を先ほど

の第４条、括弧書きにあります資本的収入の不

足を補塡するため、減債積立金として積み立

て、処分することをあらかじめ定めるものでご

ざいます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 下水道事業会計予算に関する説明書でござい

ます。 

 一枚めくっていただきますと、地方公営企業

法施行令第１７条の２に基づき、９ページから

１３ページまで予算の実施計画、１４ページに

予定キャッシュフロー計算書、１５ページから

１９ページまで令和４年度の予定損益計算書及

び予定貸借対照表、２０ページから２２ページ

まで令和５年度の予定貸借対照表を掲載いたし

ております。 

 それでは、令和５年度予算の詳細につきまし

て御説明いたします。 

 ２３ページをお願いいたします。 

 収益的収入及び支出の予算明細書でございま

す。 

 まず、収益的収入でございます。款１・下水

道事業収益、項１・営業収益、目１・下水道使

用料で１２億６２９６万８０００円、目２・雨

水処理負担金で２億５７８２万７０００円、目

３・その他営業収益で１億４０７０万３０００

円を予定しております。 

 下水道使用料が増額となっておりますのは、

令和５年４月使用分より実施します料金改定に

よる影響が主な要因でございます。 

 また、雨水処理負担金は、雨水処理経費に係

る基準内の一般会計繰入金で、その他営業収益

が増額となっておりますのは、令和５年度より

一般会計より事業を移管します浄化槽汚泥処理

施設の維持管理負担金など、関連収入の増によ
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る影響が主な要因でございます。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 項２・営業外収益では、目２・他会計負担金

で７億５２０３万２０００円は、汚水分の元利

償還金等に係る一般会計からの基準内繰入金で

ございます。 

 目４・長期前受金戻入で１２億１１６０万４

０００円が、その主なものでございます。 

 次の項３・特別利益の説明は省略させていた

だき、２５ページをお願いいたします。 

 収益的支出でございます。まず、款１・下水

道事業費用、項１・営業費用、目１・管渠費で

７４０４万６０００円を予定しております。管

渠費は、管渠の維持管理に要する費用でござい

まして、主なものは節区分一番上の修繕費１９

７４万５０００円で、右側の説明欄に記載のマ

ンホールポンプ等の修繕を、また、２つ下の委

託料４２８１万円で、マンホールポンプ清掃等

業務委託や麦島雨水幹線清掃業務委託、下水道

台帳作成業務委託などを予定しております。 

 次に、目２・ポンプ場費６５８０万５０００

円は、市内６か所にあります雨水及び汚水ポン

プ場の維持管理に要する費用でございます。主

なものは、節区分下から３つ目の委託料２６９

５万１０００円で、麦島ポンプ場浚渫委託など

を予定しております。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 目３・水処理センター費５億６７２７万４０

００円は、水処理センターの維持管理に要する

費用でございます。主なものは、右側の説明欄

に記載の一般職６名分の人件費のほか、節区

分、中ほどの修繕費９８８万７０００円で、沈

砂洗浄タンク排砂弁取替などを、３つ下の委託

料４億２８５６万３０００円で、従来の水処理

センターの施設運転業務委託などに加え、先ほ

ど収入のほうでも説明いたしましたが、浄化槽

汚泥処理施設の移管に伴い、管理に必要な施設

運転業務委託や汚泥処理業務委託などを新たに

予定しております。 

 次に、２７ページの目４・流域下水道管理費

１億５２３９万８０００円は、千丁及び鏡処理

区を含む八代北部流域下水道において、県が設

置している八代北部浄化センターや幹線管渠な

どの維持管理費を構成団体である八代市、宇城

市、氷川町で負担する八代北部流域下水道維持

管理負担金でございます。 

 次に、目５・総係費１億６５８５万７０００

円は、使用料の賦課徴収経費や水洗化促進経費

及び事業運営に要する総括的費用でございま

す。主な費用は、一般職１０名分の人件費のほ

か、節区分下から６番目、委託料４０１０万円

では、右側説明欄にあります下水道使用料徴収

業務委託や水洗化促進業務委託、コンビニ収納

事務委託などに加え、新たに下水道料金徴収事

務等委託業務を３つ下の補助金６００万円で、

下水道への接続等に対して助成を行う排水設備

工事費助成金を予定しております。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 目６・減価償却費は１８億５７０６万８００

０円でございます。内訳は、有形固定資産減価

償却費で１８億１５２万円、無形固定資産減価

償却費で５５５４万８０００円でございます。 

 次に、目７・資産減耗費は１５２２万１００

０円でございます。 

 次に、項２・営業外費用、目１・支払利息及

び企業債取扱諸費で２億７５０５万３０００円

は、企業債及び一時借入金の利息でございま

す。 

 次に、２９ページの項３・特別損失、目２・

過年度損益修正損１００万円は、過年度分の下

水道使用料調定減に伴う特別損失でございま

す。 

 次に、項４・予備費では、前年度と同様５０

０万円を予定しております。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 資本的収入及び支出でございます。まず、収
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入でございますが、款１・資本的収入、項１、

目１・企業債で１３億９０４０万円を予定して

おります。内訳は、令和５年度の建設改良に伴

う企業債１０億５４００万円及び資本費平準化

債などの準建設改良企業債３億３６４０万円で

ございます。昨年度より５７２０万円増加して

おりますのは、未普及地域への整備促進による

管渠布設工事費の増加によるものでございま

す。 

 次に、３１ページの項２・補助金、目１・国

庫補助金６億３６００万円は、建設改良に伴う

国庫補助金であり、補助率は２分の１を予定し

ております。 

 目２・他会計補助金２億２３１万１０００円

は、汚水処理の元金償還金等に係る一般会計か

らの基準外繰入金でございます。 

 国庫補助金につきましては、企業債と同様に

建設改良費の増により増額となっており、ま

た、基準外繰入金である他会計補助金につきま

しては、経費の縮減や料金改定を行うなど、経

営改善を図ることで、徐々に減らしていくこと

としており、５３６４万円の減となっておりま

す。 

 次に、項３・受益者負担金及び分担金、目

１・受益者負担金５３６８万４０００円と目

２・受益者分担金８６４万４０００円は、下水

道の供用開始に伴う八代処理区、鏡処理区の受

益者負担金及び八代東部処理区、千丁処理区の

受益者分担金でございます。受益者負担金及び

分担金が、昨年度より２３２８万４０００円増

加しておりますのは、賦課予定件数の増による

ものでございます。 

 ３２ページをお願いいたします。 

 項４・負担金、目１・他会計負担金１億７８

４８万５０００円は、汚水処理元金償還金等に

係る一般会計からの基準内繰入金である一般会

計負担金が１億７７３３万円及び汚水管築造工

事に伴う水道事業からの同時施工負担金である

水道事業負担金が１１５万５０００円でござい

ます。 

 次の３３ページからは、資本的支出でござい

ます。 

 款１・資本的支出、項１・建設改良費、目

１・管渠施設整備費で１４億９０１万３０００

円を予定しております。これは、管渠施設の建

設に要する費用で、主なものは、一般職１２名

分の人件費のほか、節区分、中ほどの委託料３

０６４万円では、右側の説明欄に記載の管渠築

造工事に伴う設計業務委託（通常分）で、３処

理区合わせて１３００万円、また、管渠築造工

事に伴う設計業務委託（ストックマネジメント

分）で、八代処理区分として１７６４万円を予

定しております。 

 節区分３つ下の工事請負費の１２億１２４１

万円については、管渠築造工事で、八代処理区

分として８億９５６０万円、千丁処理区分とし

て１億２２００万円、鏡処理区分として１億６

３００万円、３処理区合わせて１１億８０６０

万円を予定しており、八代処理区では、麦島・

宮地地区で約７.１キロメートル、千丁処理区

では、古閑出地区で約０.６キロメートル、鏡

処理区では、両出・貝洲地区で約１.４キロの

合計約９.１キロの整備を予定しております。 

 また、管渠築造工事（ストックマネジメント

分）は、八代処理区分で３１８１万円を予定し

ており、整備後の年数が経過している中心部付

近で老朽化が著しいと診断結果が出ている部分

を予定しております。 

 節区分の下から２つ目、補償補塡及び賠償金

６５４０万円では、管渠築造工事に伴う地下埋

設物等移設補償費で、３処理区それぞれ予定し

ております。 

 なお、公共下水道事業予定箇所につきまして

は、お手元の別紙、建設環境委員会資料を後ほ

ど御参照いただければと思います。 

 次に、目２・ポンプ場施設整備費１２９５万
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９０００円の主なものは、委託料８００万円

で、中央ポンプ場改築工事委託を予定しており

ます。 

 また、大幅に減額となっておりますのは、中

央ポンプ場改築工事委託が減少したことによる

ものです。 

 ３４ページをお願いいたします。 

 目３・水処理センター施設整備費２億９０２

８万２０００円の主なものは、委託料４６００

万円で、受変電設備詳細設計や浄化槽汚泥処理

施設改築実施設計委託などを、また、工事請負

費２億４３２６万８０００円で、繊維利活用シ

ステム設置工事などを予定しております。 

 次に、目４・流域下水道建設費２５４１万６

０００円は、八代北部流域下水道建設負担金で

あり、八代北部浄化センター改築更新工事など

の建設費が予定されており、構成団体である八

代市、宇城市、氷川町で負担金を支払うもので

ございます。 

 次に、項２、目１・企業債償還金１７億５３

７８万２０００円は、これまで借り入れた企業

債の償還元金でございます。 

 項３、目１・予備費では１００万円を計上い

たしております。 

 次に、３５ページから４２ページまでは、給

与費明細書、債務負担行為に関する調書、企業

債に関する調書でございますが、個別の説明は

省略させていただきます。 

 後に、４３ページと４４ページに注記を記

載しております。これは、地方公営企業法施行

規則第３５条に基づき、重要な会計方針に係る

事項と予定貸借対照表に関する注記を記載して

おります。 

 下水道事業につきましては、令和５年度も浸

水の防除、汚水の排除、トイレの水洗化といっ

た生活環境の向上を図り、安全で安心な市民生

活の確保に努めるとともに、持続可能な下水道

事業の実現のため、健全経営に努めてまいりま

す。 

 以上で、議案第２０号・令和５年度八代市下

水道事業会計予算の説明を終わります。御審議

のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。ほかにありませんか。 

○委員（太田広則君） ３４ページ、水処理セ

ンター施設整備費、新規事業で繊維利活用シス

テム設置工事２億円、これは、その繊維を利活

用して、どのようなことになるんでしょうか。

教えてください。 

○下水道建設課主幹兼水処理センター場長（西

尾和純君） 水処理センターの西尾と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

 委員お尋ねの繊維利活用システムでございま

すが、こちらは、消化槽を持つ、私たち水処理

センターなんですが、水処理で出た汚泥をです

ね、 後脱水して、脱水汚泥にする際に、非常

に絞りにくい、難脱水性の汚泥でございます。

消化槽で繊維分がなくなってしまいますので、

絞りにくくなってしまうということでございま

す。 

 これを解決するために、汚水の一番 初の段

階で、繊維を取ってしまってですね、繊維だけ

を取り除いて、 後脱水するところに添加する

ということで、脱水性が非常に向上するという

ものでございます。これによって、脱水した脱

水汚泥が、含水率が非常に下がりまして、処理

コストがかなり軽減されるというものでござい

ます。 

 以上、お答えいたします。 

○委員（太田広則君） 大体、その処理コスト

って分かるんですか。 

○下水道建設課主幹兼水処理センター場長（西

尾和純君） 委員お尋ねの効果といいますか、

コストといいますか、そちらにつきましては、

基本的に、 終的な汚泥の含水率が、現状の八
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二、三％、１００％のうち８２％は水でござい

ます。頑張って絞っても、そのぐらいなんです

が、これを導入しますと、７４％ぐらいまで落

ちますので、処理費用が約３割ぐらい落ちると

いうことでございます。 

 現状６０００万円ほど、脱水汚泥の処理費が

かかっておりますので、この部分が３割削減さ

れるということでございます。 

 それに薬品の添加とかですね、それに伴う人

件費、いろんなものが下がっていきますので、

かなり効果があるものと思われます。 

 以上です。 

○委員（太田広則君） 分かりました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２０号・令和５年度八代市下水道事業

会計予算については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午後２時４５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時４６分 本会） 

◎議案第２３号・市道路線の廃止について 

◎議案第２４号・市道路線の認定について 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、事件議案の審査に入ります。 

 議案第２３号・市道路線の廃止について及び

議案第２４号・市道路線の認定については、関

連がありますので、本２件を一括議題とし、採

決については個々に行いたいと思います。 

 それでは、２件について、一括して説明を求

めます。 

○理事兼土木課長（竹原彰吾君） こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）土木課の

竹原でございます。 

 議案第２３号・市道路線の廃止についてと議

案第２４号・市道路線の認定について、につき

ましては、関連がありますので、一括して説明

いたします。着座にて説明させていただいてよ

ろしいでしょうか。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○理事兼土木課長（竹原彰吾君） それでは、

議案書によって説明させていただきます。 

 まず、議案書の５ページをお開きください。 

 今回は、廃止につきましては、路線番号２１

６２号、本町一丁目１号線の１路線となりま

す。 

 市道路線の起点・終点の変更を行うに当たっ

ては、道路法に基づき、一旦、市道路線を廃止

した後、改めて認定を行うという手続が必要と

なりますことから、当該路線について廃止を行

うものでございます。 

 位置図を６ページに示しておりますので、御

確認ください。 

 続きまして、議案書の７ページをお願いいた

します。 

 まず、路線番号２１６２号、本町一丁目１号

線については、８ページの位置図に示していま

すとおり、東側の旧堤防の市道、本町一丁目新

町線に接続しますが、一部認定されていない区

間があったため、その分の延長を延ばすべく、

先ほど廃止した路線について、再認定をお願い

するものであります。 

 次に、路線番号３５４号、下有佐田中線であ

ります。 

 位置図を９ページに示していますので、御覧
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ください。 

 本路線は、鏡町下有佐の北部に位置し、市道

上鏡下有佐線から市道大力線へと接続する、幅

員が２.５から２.８メートル、延長１４０メー

トルの里道であります。 

 南側に位置する保育園の園児等の送迎や散歩

等の園外イベントに日常的に使用されておりま

すが、現況道路が狭く、車両の脱輪事故が多発

しており、園児の歩行利用の際には、車両の通

行自体が困難な状況となっております。 

 園児の安全確保と車両の安全な通行のため、

地元より道路拡幅の要望が提出されています

が、要望を受けまして、本市としましても、拡

幅改良工事を予定していることから、今回、市

道認定を行うものであります。 

 以上で、議案第２３号・市道路線の廃止につ

いて、議案第２４号・市道路線の認定について

の説明を終わります。御審議のほど、よろしく

お願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 まず、議案第２３号・市道路線の廃止につい

ては、可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 次に、議案第２４号・市道路線の認定につい

ては、可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午後２時５０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時５１分 本会） 

◎議案第２９号・八代市営住宅設置管理条例の

一部改正について 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 議案第２９号・八代市営住宅設置管理条例の

一部改正についてを議題とし、説明を求めま

す。 

○理事兼住宅課長（早木浩二君） 住宅課の早

木でございます。よろしくお願い申し上げま

す。 

 それでは、私のほうから、議案第２９号・八

代市営住宅設置管理条例の一部改正につきまし

て、御説明を申し上げます。着座にて説明させ

ていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○理事兼住宅課長（早木浩二君） 失礼しま

す。 

 それでは、議案書の１９ページから２０ペー

ジ、それから、お配りをいたしております委員

会資料、右肩に本日の日付、令和５年３月１４

日、建設環境委員会、議案第２９号、建設部住

宅課と記した資料を御覧ください。 

 この資料の３ページをお開きください。 

 まず、今回の条例改正の１、改正の理由と

２、改正の概要について御説明をいたします。 

 今回の八代市営住宅設置管理条例の一部改正

については、次の３点の改正をお願いをいたし

ております。 

 まず、１点目は、条例第６条第４項の一部改

正、すなわち老人等が単身で入居する場合の市

営住宅の規格の改正についてでございます。 

 この条項は、市営住宅に６０歳以上の入居希

望の方や障害者手帳をお持ちの方及び生活保護
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を受給していらっしゃる方等が単身で市営住宅

に入居する場合について定めたものでございま

す。 

 現行条例では、老人等が単身で入居する場合

の規格は、居室数が２室以下またはその住戸専

用面積が２９平方メートル以下の規模の住宅と

する。ただし、これにより難い特別の事情のあ

る場合には、この限りではないと定めておりま

す。 

 現在、単身で入居可能な市営住宅は、井揚団

地、流藻川団地、鏡町の中次団地、泉町の下岳

上団地の４団地としておりますが、居室数が３

室の住宅も含まれており、また、いずれも住戸

専用面積が２９平方メートルを超えており、現

行条例との相違がございますので、第６条第４

項ただし書にて運用をいたしております。 

 そこで、単身で入居が可能な市営住宅の居室

数と住戸専用面積の制限を廃止し、これを市長

が別に定めるとし、また、同項ただし書の削除

を今回お願いするものでございます。 

 これによりまして、実際の運用に合わせる形

で条例を改正することにより、団地の実情等を

考慮した有益な規格に変更したり、既存の市営

住宅の中で、単身の入居が可能な団地を増やし

たりと、今後増加が見込まれると思われます単

身での入居を御希望の方々の様々なニーズに対

応することができるものと考えております。 

 次に、２点目は、条例第３３条第１項第５号

の一部改正、すなわち入居名義人が死亡または

退去した場合に、入居継承が認められない者に

対する明渡し請求についての改正でございま

す。 

 第３３条第１項には、市営住宅の明渡しが請

求できる場合として、各号に掲げる７つの事由

があり、このうち第５号には、本条例第２０条

から第２６条の規定に違反したとき、と定めが

ございます。 

 また、条例第２７条には、入居者が死亡し、

または退去した場合に当該入居者と同居してい

た者が、引き続き居住しようとするときは、市

長の承認を得なければならない、と定めてお

り、部屋に住み続けるには、入居承継の承認を

得なければならないと規定をしてございます。 

 これまでは、市営住宅の明渡し請求ができる

事由の中に、この第２７条の規定、すなわち入

居承継に違反している場合は含まれておりませ

んでしたので、入居名義人が死亡または退去し

た後に、市長の承認なく、依然として住み続け

ておられる場合には、市と賃貸契約を結ばない

ままの占有、つまり民法上の不法行為による事

由として、口頭による部屋の明渡しを求めてお

ります。 

 今回、より実情に合わせた規定となりますよ

うに、第３３条第１項第５号の第２０条から第

２６条の部分に第２７条を含め、第２０条から

第２７条と改正することにより、市長の承認な

く住み続け、明渡しの求めに応じない場合に

は、明確な条例違反として、損害金の請求や裁

判所への訴えの提起が可能となりますので、早

期の解決につながるのではないかと考えており

ます。 

 さらに、３点目でございますが、市では、令

和２年７月豪雨により被災をされ、自力で再建

が難しいとお考えの被災者の方々のために、坂

本町の４か所に災害公営住宅の建設を予定し、

そのうち３か所で建設を進めておりますが、建

設が完了し、供用開始することに伴い、その３

か所の名称及び位置、その他関連する事項につ

いて、条例及び規則に定めるものでございま

す。 

 具体的には、条例第４７条に駐車場の管理に

ついて定めがあり、さらに第５７条に、駐車場

の使用料に関する定めがございますが、この２

つの条項に関連した別表、御覧の資料の３ペー

ジの下段にですね、掲載をする表のとおり、合

志野団地、中津道住宅、藤本団地の団地名とそ
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の位置、駐車場の月額使用料金をそれぞれ追加

するものでございます。 

 なお、資料の３の改正分と現行との新旧対照

表は、資料の４ページに掲載をいたしておりま

す。 

 また、４の公布の時期でございますが、条例

の公布の日から施行するといたしております。 

 さらに、別表の改正規定につきましては、規

則で定める日から施行するといたしておりま

す。 

 以上で、議案第２９号の説明を終わります。

御審議のほど、よろしくお願いを申し上げま

す。 

○委員長（上村哲三君） それでは、ただいま

の部分について質疑を行います。質疑があれば

お願いします。 

○委員（太田広則君） 一般質問したので、よ

く分かってるんですが、公布後ですね、この条

例改正案が承認されて、公布されてからの周知

は、高齢者が単身とか、あと、承認が得られな

い、入居承継が認められない、ある程度コアな

人に周知徹底になるかと思いますが、どのよう

な周知徹底を考えられているんでしょうか。 

○住宅課主幹兼市営住宅係長（吉野文博君） 

 周知徹底でございますけれども、今回条例を

一部改正はいたしますけれども、今の現状と変

わらないような状態にはなっておりますので、

周知自体はそこまで必要ではないかとは感じて

おります。 

 ただしですね、先ほど課長から説明がありま

した４団地が、今現在、単身で入居を可能とし

ている団地があるんですけれども、その団地を

増やす場合につきましては、早めに、そこの団

地の管理人ですとか、あとは入居を申込みされ

ようとする方について、多分１年間ぐらいは猶

予を持って、１年前ぐらいから説明をして、１

年後に、そこの適用を開始するというような周

知の期間が必要かとは思っております。 

 以上、お答えといたします。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（太田広則君） 今、係長かな、係長の

答弁で、単身入居者の高齢者にとっては、質問

でも言ったとおり、非常に朗報であるので、も

っと積極的にですね、広報していただきたいな

ということをお願いしておきます。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（山本幸廣君） 説明の中で、現行と改

正たいな、６条のところてすよ。目を通してく

ださい。市長が別に定めるという、これを変え

なければいけない 大の理由は何だったんです

か。 

○理事兼住宅課長（早木浩二君） まず、居室

数とですね、それから、面積が２９平方メート

ル以下でないといけないというところでやって

おりましたけれども、実際の居室数がですね、

２室以下は、市の市営住宅の中ではないんです

ね。あったとしても、ごく少数だったというこ

とと、２９平方メートルを、もう超えているよ

うな住宅を御案内してたということで、条例と

ですね、実際の運用と、そごがあったというこ

とが 大の理由かと思います。 

○委員（山本幸廣君） 何年頃から。何年頃か

ら。 

○理事兼住宅課長（早木浩二君） 平成２３年

から４年ぐらいですので、もう１０年以上はこ

の状態が続いていたということになります。 

○委員（山本幸廣君） 市長が定めるという、

別に定めるということですので、赤線には、も

う定めるだけでよろしいということで理解して
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よかっかな。 

○理事兼住宅課長（早木浩二君） 現行条例で

ある、その居室数が２室以下というのと、この

面積の規定ですね、これを、まず削除をして、

これにより難い場合の事情のある場合というの

もですね、削除して、市長が別に定めるという

ふうに改正をするということでございます。

（委員山本幸廣君「何か分からんばってん、よ

か。オーケー」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） それを緩和するとい

うことで理解していいのね。 

○理事兼住宅課長（早木浩二君） そうです

ね、はい。 

○委員長（上村哲三君） だそうです、山本委

員。 

○委員（山本幸廣君） 分かった。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２９号・八代市営住宅設置管理条例の

一部改正については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午後３時０３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時０４分 本会） 

◎議案第３０号・八代市手数料条例の一部改正

について 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、議案第３０号・八代市手数料条例の一

部改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○建設部次長兼建築指導課長（宮端晋也君） 

 こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）建設部次長兼建築指導課長の宮端でござい

ます。よろしくお願いいたします。着座にて説

明させていただきます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○建設部次長兼建築指導課長（宮端晋也君） 

 議案第３０号・八代市手数料条例の一部改正

について御説明させていただきます。 

 説明資料が別途ございますので、資料に基づ

き説明をさせていただきます。 

 資料の３ページを御覧ください。よろしいで

しょうか。 

 まず、改正理由でございますが、２０５０年

カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅・

建築物の省エネ対策を促進するため、建築物に

関する法令等が改正されましたことに伴いまし

て、手数料を新たに規定する必要があることな

どから、八代市手数料条例の一部を改正するも

のでございます。 

 改正されました法令等は、資料の１番から３

番までに記載しております建築基準法、都市の

低炭素化の促進に関する法律施行規則等、建築

物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施

行規則等でございます。 

 次に、手数料条例の改正内容でございます

が、１の建築基準法関係では、容積率の特例認

定制度や建蔽率の特例許可、並びに高度地区に

おける建築物の高さの許可制度が創設されまし

たので、手数料条例第２条第７０号、第７４

号、第８４号の項目を新設・追加しており、ま

た、別表第９及び別表第１１から別表第１４ま

でをそれぞれ文言の整理をしております。 

 ２の都市の低炭素化の促進に関する法律関係

と３の建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律関係では、いずれも認定申請単位の変

更と評価基準が新たに追加されたことにより、

それぞれ、別表第１６と別表第１７に手数料の

区分を新たに設けるなど、所要の改正を行うも

のでございます。 
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 施行日は、１につきましては令和５年４月１

日とし、２と３の分につきましては公布の日か

らとしております。 

 いずれも県内の特定行政庁で統一した内容で

改正を予定しているところでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３０号・八代市手数料条例の一部改正

については、原案のとおり決するに賛成の方の

挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午後３時０８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時１０分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎所管事務調査 

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

・生活環境に関する諸問題の調査 

（ごみ有料指定袋の商品形態の変更について） 

○委員長（上村哲三君） 次に、当委員会の所

管事務調査２件を一括議題とし、調査を進めま

す。 

 当委員会の所管事務調査は、都市計画・建設

工事に関する諸問題の調査、生活環境に関する

諸問題の調査、以上の２件です。 

 このうち、生活環境に関する諸問題の調査に

関連して１件、執行部から発言の申出があって

おりますので、これを許します。 

 それでは、ごみ有料指定袋の商品形態の変更

について説明願います。 

○循環社会推進課長（田中和彦君） 循環社会

推進課、田中です。よろしくお願いをいたしま

す。 

 有料指定ごみ袋の商品形態の変更及び発注形

態の変更について、御説明させていただきま

す。着座にて説明させていただきます。 

 それでは、資料のほうを御覧いただければと

思います。 

 有料指定ごみ袋の商品形態の変更及び発注形

態の変更について、まずは、現状ですけれど

も、本市の有料指定ごみ袋は、大中小の３種類

であり、それぞれ年間の製造枚数は、以下の表

のとおりとなっております。 

 発注については、入札で納入業者１社を選定

し、納入業者から製造元へ発注をする形態を取

っております。 

 納品は、年間の製造量を１２か月に分割し、

月１回程度納品が行われております。 

 本市の有料指定袋は、導入当初、平成１１年

度から、――すみません。からの後の、のが、

１つ余計に入っております。削除のほうをよろ

しくお願いいたします。平成１１年度から現在

の形態――１０枚を１ロールとした、こちらの
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商品形態となっておるものでございます。 

 ２、問題及び懸案事項といたしまして、令和

４年度の納品は、新型コロナウイルス及びウク

ライナ情勢などの影響から、一、二か月程度遅

れが出ている状況となっております。令和４年

１２月に製造元から、生産体制がコロナ前に戻

らないため、令和５年度分の全量の受注、製造

のほうが難しい旨の申入れが、納入業者のほう

にございました。 

 この状態で、例年同様の条件で入札――これ

は毎年３月初旬に行っておりますけれども、こ

れを行った場合、不落になる可能性が極めて高

い状態となりました。不落になった場合、店頭

での商品の欠品が発生するおそれが非常に高い

状況となりました。 

 以上のことから、対応策を検討いたしまし

て、令和５年度の発注については、欠品の発生

を防ぐことを 優先とするため、現在の荷姿―

―ロール形式にこだわらず、当面の間は平袋入

り、こちらのような、これは、――すみませ

ん、他市のサンプルですけれども、一般的なス

ーパーとかで売られているごみ袋の形態になり

ますが、こちらの形態での製造も可能としたも

のでございます。 

 ４点目、その他といたしまして、現在、落札

業者と打合せを行っておりまして、現時点で

は、大袋、中袋、小袋とも、平袋入りの商品形

態となる見込みとなっております。 

 令和５年度は、店頭にロール形態――これは

令和４年度製造分となりますけれども、これと

平袋形態――令和５年度製造分の２種類の有料

指定袋が存在することとなります。 

 そのため、市民の混乱を招かないように、広

報やつしろ５月号への記事の掲載、それから販

売店が市内で約三百数十店舗ございます。こち

らのほうの店頭掲示用のポップの作成などを行

い、市民に混乱が招かないように、市民周知を

十分に図っていくことと考えております。 

 以上、御報告とさせていただきます。御審議

方よろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 本件について、何か

質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（山本幸廣君） 広報やつしろの５月号

ということで、よろしかれば、市政協力員さん

にな、徹底していただければ、大概違うんです

よね。ほとんどごみ袋で、ごみ収集のところに

は、市政協力員さんが立っていただくので、な

るべくなら、そういう方法もいいんじゃないか

なと思いましたね。 

○循環社会推進課長（田中和彦君） ありがと

うございます。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（太田広則君） 平袋にしたほうが、コ

スト高になるんじゃないですか、どっちがコス

ト高になるのか。 

○循環社会推進課長（田中和彦君） コストに

つきましてはですね、ほぼ変わらないような見

積りで出ております。今回は、あくまでも製造

工場のほうの問題として、作れなかったという

部分で、ただ、逆に言えば、原材料及び人件費

等が上がっておる関係で、落札の価格につきま

しては、昨年よりも少し上がっておるという状

況でございます。 

○委員（太田広則君） ロール式は、ただ紙が

貼ってあるだけじゃないですか。平袋のほう

は、もう一つ袋がつくじゃないですか。理屈で

考えても、絶対そっちがコストかかってると思

うんですけど、そこは違うんだろうか。 

○循環社会推進課長（田中和彦君） 一般的に

は、この平袋のほうの商品のほうが多うござい

まして、こちらを作られる会社のほうが多い

と。逆に言えば、そういう製造工場が多いとい

うところで、大量生産に、実際こちらのほう

が、どうも向いているというところで、そのコ

スト差は、今のところあまり目立ったコスト差
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というのはないという状況でなっております。 

○委員（太田広則君） 余計なことだけど、平

袋の場合は、取るときに、真ん中に穴が空いて

ないと、非常に取りにくいのよね。そういうふ

うになってるんかな。 

○循環社会推進課長（田中和彦君） 今のとこ

ろですね、この商品の片側の隅っこが開く形

で、ここから抜くような形の商品形態で、今考

えております。 

○委員（太田広則君） それが確認できれば大

丈夫です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（木村博幸君） その件ですけど、ＣＯ

２の削減から、物流コストでいくとですね、今

はもうロールは、はやらないです。全部平で

す。真四角、要は輸送コストの空間をなくすた

めに、なるべく詰めれるとなると、もう丸型と

いうのはやりません。できればですね、環境に

優しいというのはどっちかというのは、やっぱ

紙１枚か、新たにビニール１枚かですけど、Ｃ

Ｏ２の削減からいくとですね、あまりメリット

的にはですね、丸はあまりよくなくなってくる

のかなというところ、そういった方向でトラッ

クに乗せる業者はですね、やっているみたいで

すから、そこは何とも言えませんが、私は平袋

でも十分いけるかなと思っております。 

○委員長（上村哲三君） 意見ですね。 

○委員（谷口 徹君） 店頭に並ぶのは、大体

いつぐらいになる見込みでしょうか。 

○循環社会推進課長（田中和彦君） 現在の予

定では、一番 初の問屋、製造、――すみませ

ん。発注先である問屋への納品がゴールデンウ

イーク明けを予定をしております。 

 それから各問屋さんを経由して、末端の販売

店になりますので、早いところで５月の中・下

旬から店頭に並ぶものかと思っております。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（谷口 徹君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上で、

ごみ有料指定袋の商品形態の変更についてを終

了します。 

 執行部は御退室ください。 

（執行部 退席） 

○委員長（上村哲三君） そのほか当委員会の

所管事務調査について、何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） しばらく小会いたし

ます。 

（午後３時１８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時２２分 本会） 

○委員長（上村哲三君） それでは、本会に戻

します。 

 それでは、以上で所管事務調査２件について

の調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 引き続き、閉会中の継続調査の申出をしたい

と思いますが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 なお、次回の本委員会は、八代市の生活排水

についての管内調査のため、３月２８日火曜日

に開会いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。 

 これをもって建設環境委員会を散会いたしま

す。 

（午後３時２２分 閉会） 
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八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和５年３月１４日 

建設環境委員会 

委 員 長 
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